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 ǜȐǱȒ  

 篠山市は、「丹波篠山デカンショ節－民謡にのせて歌い継ぐふるさとの記憶」に続き、

平成２９年度、「きっと恋する六古窯－日本生まれ日本育ちのやきもの産地－」として

日本六古窯の丹波焼が日本遺産認定を受けました。さらに、全国の景観モデル都市に選

ばれるなど全国的に注目されています。 

 平成３１年度の市制２０周年に向けて、まちの魅力をますます高めるまちづくりを進

めるとともに、住みよさを実感していただける取り組みに力を入れます。 

 市名変更の課題解決に向けて努力するとともに、「日本遺産、景観刷新、観光」「農

都創造」「子育て、定住促進、雇用」「医療、公共交通」を施策の柱として推進します。 

 また、丹波の森構想が３０年を迎えます。豊かな自然や伝統文化、温かい人間関係に

ついて、今一度その理念の原点に立ち戻ります。篠山の時代に向けてさらなる挑戦です。 

 

 П┴ 

平成２０年に策定した篠山再生計画の着実な実行により、収支見通しでは平成３１年

度に収支バランスが取れる見込みとなっており、一般会計の市債残高も平成３０年度末

で１９０億円となる見込みで、ピーク時の平成１５年度末から３７０億円、６６％減少

し、特別会計の残高とともに今後も減少していく予定です。しかし、医療費などの社会

保障費、公共施設等の維持補修費、特別会計への繰出金は増加傾向にあり、平成２８年

度決算では実質公債費比率は１９．２％と平成２７年度と比べて０．６％改善したにも

かかわらず県内では最も悪く、将来負担比率も改善したものの１９１．０％であること

から、今後も引き続き財政再建に取り組まなければなりません。 

篠山再生計画推進委員会からは「財政健全化への歩みは確かだが、収支バランスが取

れる時期が近づいたといえども、なお気を引き締めて財政健全化へ取り組む必要があり、

公共施設等の老朽化への備えや、今後も魅力あるまちづくりを行うため、選択と集中の

考えを持つこと」との意見をいただきました。 

こうした状況のなか、積極的に財政健全化に取り組む必要があるため、平成３０年度
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は、篠山再生計画に掲げる１４０項目に取り組み、篠山再生計画前の平成１９年度と比

較して、年額で１０億９，２２６万円の効果額を見込んでいます。 

その主なものとして、定員・給与の見直しでは、職員の定数削減により平成３０年４

月１日の職員数が４５３人となり、平成１９年度当初と比べると１１３人の減となり、

６億３，２７２万円の効果額を見込んでいます。 

公の施設の見直しでは、引き続き、指定管理者制度などを積極的に活用することで１

億９４万円、事務事業の見直しで２億５，１６６万円の効果額を見込んでいます。 

歳入の根幹をなす市税は、公平な負担と適正な課税に努めるとともに、納税推進セン

ターによる納付勧奨、職員一斉徴収、不動産公売等の滞納整理を進め、未収金の縮減に

努めます。 

また、納期内納付につながる口座振替利用率の向上のため、ペイジー口座振替受付サ

ービス等の利用拡大を進めます。給食費をはじめとする税外債権についても、庁内で債

権管理に関する情報の共有、意見交換などを通じて債権管理を徹底するとともに、職員

あげての徴収活動等により自主財源の確保に努めます。 

 

 ⁸ Ǔʺ☻ǵ ῇ⁸ 

市政や市役所は市民のためにあるものです。これからもガラス張りの情報公開を実行 

し、だれもが分かりやすい市政にするとともに、引き続き、積極的に市民の皆さんの意

見を聴く場づくりに努めます。 

（１）明るいあいさつと応対 

来庁される市民の皆さんに、職員からあいさつすることで親しみやすい雰囲気と

なり、市民にやさしい市役所づくりにつながります。平成２９年度に、篠山産業高

校土木科の生徒の皆さんが、市民ホールに設置の案内カウンターを新たに製作して

くれました。新しい案内カウンターで気持ちも新たに、これまで以上に、明るいあ

いさつ・丁寧な接遇に努めます。各課に配置する職場接遇推進員、あいさつ運動強

化週間における取り組みを徹底します。 

（２）ふるさと一番会議、こんにちは市長室、おでかけ市長室 

市民に市政の現状等を報告するとともに、市民の生の声をお聴きし、施策に反映

する「ふるさと一番会議」を平成１９年度から毎年実施しています。平成３０年度

も実施し、より多くの皆さんの参加が得られるよう働きかけていきます。また、こ

れに加えて、通常のふるさと一番会議では参加の少ない若者や女性の意見を聴く場
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として、若者・子育て世代に向けたふるさと一番会議を市内５会場で開催します。 

市長が、市民の皆さんから直接ご意見をお聴きする「こんにちは市長室」につい

ては、毎月１０日、本庁と各支所等において隔月で開催します。より多くの方にお

越しいただけるよう、本庁では午後４時から午後７時までの時間を設定していま

す。また市長が、いろいろな団体や地域に出かけて意見交換を行う「おでかけ市長

室」も引き続き開催します。 

（３）市長の学校訪問  

市長が、市内の小・中・特別支援学校で、児童・生徒へのふるさと授業と意見交

換を行う「市長の学校訪問」は、平成２９年度、平成３０年度の２カ年で、すべて

の学校で実施する予定です。 

   平成３０年度は、ふるさと篠山を大切にし、将来の篠山市を担う子どもたちを育 

むため、１４校で実施します。 

（４）職員プロジェクト 

これまで「篠山の川づくり・水路づくり指針」「農地取得下限面積の緩和」など、

施策につながる成果を上げてきた職員プロジェクトについて、平成２９年度は「輝

く女性応援」「デカンショ祭盛り上げ」「丹波篠山の家」「ＴＳＩ４８を広めよう」

「やさしい『協働』のあり方」の５つのテーマで取り組んできました。このうち、

「輝く女性応援プロジェクト」の提案として、さまざまな分野で挑戦している女性

の紹介や、女性の社会進出を応援するための情報発信などを目的としたホームペー

ジを作成します。平成３０年度は、「丹波篠山の家」など平成２９年度テーマの継

続のほか、職員提案による新たなテーマも設定して取り組んでいきます。 

（５）篠山市民プラザの充実、市民活動の支援 

篠山市民プラザは、市民活動団体やグループ活動の中間支援を目的として、平成

２２年７月に開設して以来、毎年約３，０００件の利用があります。平成２９年度

には月平均約２２０人が来訪され、登録団体も平成２９年１２月末で１３６団体と

なり、さまざまな団体やグループの活動拠点となっています。具体的な活動として

は、情報提供やＮＰＯ法人登録への助言および活動団体のネットワーク化など各種

団体同士や個人との連携を仲介するほか、市民団体やグループの支援組織として専

門的機能の充実を図っています。また、平成２９年度の市民センターまつりは、自

治会やまちづくり協議会などの地縁型組織と市民活動団体などのテーマ型組織が

連携できる機会として、７４団体、１中学校、３高等学校７０６人と一般来場者１，

１４４人の参加のもと、篠山市民プラザが事務局を担い、実行委員会主催で行われ
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ました。また、１１団体２３人が参加した市民プラザ交流ひろば等の交流の場を設

けました。 

このような市民団体を支援するため、平成２５年に策定した「篠山市参画・協働

の指針」で検討事項とされていた「市民活動助成金」を平成３０年度に創設します。

具体的には、設立初期の団体を助成するスタートアップコース（上限５万円）、事

業展開、継続を助成するステップアップコース（上限１０万円）、単発のイベント

へ助成するイベントコース（上限５万円）があり、さまざまな取り組みを支援しま

す。また、地縁型組織とテーマ型組織が連携した場合は、助成率を加算するなど連

携の強化を推進します。加えて、篠山市民プラザ内に、市民団体が活動資金の調達

や経営について相談できる「ソーシャルビジネス支援ネットワークささやま」を開

設しており、引き続き関係機関との連携を密にし、活動を支援します。 

（６）公正な職務執行、入札監視委員会 

平成２３年４月に施行した「篠山市公正な職務の執行の確保等に関する条例」に

基づき、すべての要望等を記録し、年２回、その概要を公表するとともに、内部公

益通報や不当要求行為を調査する公正職務審査会を開催しています。これまで問題

となるような事案は発生していませんが、引き続き、職員の「報・連・相」を徹底

し、風通しのよい職場環境づくりに努めるとともに、法令を遵守した適正な事務を

執行します。 

市民から信頼される入札・契約制度を確立するため、公共工事、測量・コンサル

タント部門の委託業務および物件の購入について、電子入札を執行し公正性の確保

に努めます。篠山市入札監視委員会において、公共工事の入札および契約について

結果を審査し、入札制度の透明性確保に努めます。 

変動型最低制限価格制度については、物件費の占める割合が高い工事等において、

公共工事の質の低下を防ぎ、適正な契約の履行を図る運用をします。 

（７）公契約条例の策定に向けた検討 

平成２９年度は、先進自治体（尼崎市、加西市）を招き、条例制定の経緯経過、

現状について説明を受け意見交換を行うとともに、篠山市における公共工事等に従

事する労働者の労働環境等の現状分析と公契約条例のあり方について議論を深め

ました。平成３０年度は、市民そして事業者にも理解が得られる公契約条例を制定

し、条例制定と運用に向けての制度周知に取り組みます。 

（８）市長室の一般開放 

篠山城跡の桜の開花にあわせて、市役所本庁舎３階の市長室を一般開放していま
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す。春の篠山の素晴らしさを実感いただける場として、また、開かれた市政の一環

として、市民や観光客の皆さんに市長室を開放します。 

（９）広報広聴、出前講座 

篠山市からの情報は、広報紙や新聞発表、ホームページなど幅広い媒体を活用し

てお伝えしており、朗読ボランティアの皆さんの協力を得て、声の広報もお届けし

ています。また、インターネットを活用した「丹波篠山まるいのテレビ」「丹波篠山

動画データベース」では、市民活動の様子や市内の出来事などを映像を通して発信

しています。平成２９年度は、丹波焼をテーマに制作した２作品が全国自作視聴覚

教材コンクールで入賞しました。平成３０年度も、新聞やＴＶなどのメディア、普

及が進むスマートフォン、タブレット端末からの情報発信も有効に活用しながら、

情報統括・防災政策官を中心にさらなる篠山の魅力発信に取り組みます。  

（10）公民館改修助成  

集落の公共的施設（自治会館）の新築や改築などを実施される場合に助成を行っ

ています。助成対象事業費を５０万円以上から２０万円以上に助成基準を見直し、

小規模な修繕にも対応します。 

（11）コミュニティセンターへのエレベーター設置           

地区コミュニティセンターは、地域の活性化にむけた拠点施設と位置付けてお

り、施設利用の多様化、住民の高齢化等に対応し、利用しやすい施設とするため、

エレベーターの設置に取り組んでいます。平成２９年度は、古市コミュニティ消防

センターに設置し、玉水会館は工事中です。平成３０年度は、岡野文化会館、高城

会館、住吉台コミュニティ消防センターへの設置に取り組みます。 

（12）施設の長寿命化  

   公共施設の総合的かつ計画的な管理を推進するための指針として、「篠山市公共

施設等総合管理計画」を策定しました。平成３０年度からは、計画に基づき、施設

を管理するそれぞれの部署において、施設の長寿命化、改修にかかる費用の平準化

等を図るため、施設の個別計画の策定に取り組みます。 

（13）市有バス  

篠山市自家用バスの使用を円滑にするため、篠山市を代表して参加する文化やス

ポーツ分野、まちづくり協議会が実施する青少年健全育成に資する事業など、市政

推進に有益であると認められる事業について可能な限り利用枠を拡大し、より一層

市バスの市民利用を進めます。平成３０年度は、老朽化した市バス１台を更新し、

排ガス規制のある阪神間への運行に対応します。 
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（14）市制２０周年に向けた取り組み 

   平成１１年４月１日の篠山市発足から２０年が経過し、平成３１年度には篠山市

制２０周年を迎えます。市制１０周年の際には、ちょうど、篠山再生の取り組みが

始まったばかりで、市民に大きな負担をかけることになり、お祝いするような状況

ではなく、記念イベントは行いませんでした。しかし今では、篠山再生の取り組み

も進んでいますし、日本遺産、景観モデル、農都創造など、魅力の花が咲きつつあ

ります。この節目の年度に向けて、検討委員会をつくり、市民あげて取り組みがで

きるように議論し、篠山市の未来に向け、市民が一体となる機会とします。 

（15）議場の改修 

篠山市議会・議会改革調査特別委員会で、議会改革に取り組まれている中、市民

への情報発信充実のため、議場本会議の録画発信の導入および老朽化した音声機器

の更新、ならびに、議場内に議員質問席を設けることにより、一般質問の様子が対

面式となり、市民にも分かりやすい本会議の運営を構築します。 

（16）たんば田園交響ホール開館３０周年記念主催事業 

たんば田園交響ホール開館３０周年事業として、自主プロデュースオペラ｢ヘン

ゼルとグレーテル｣、「佐渡裕指揮・兵庫芸術文化センター管弦楽団演奏会」、「Ｊ

－ＰＯＰコンサート｣など、子どもから大人まで誰もが楽しめる魅力ある１２公演

を開催し、優れた芸術・文化に触れ、心豊かな生活を支援します。 

また、市民自らが企画する市民企画事業として、「遠山恵ライブ」や「山田姉妹

コンサート」を実施し、市民の文化芸術活動の創造の場づくりに努めます。 

（17）丹波篠山ビデオ大賞３０周年記念大会 

全国アマチュアビデオコンテスト「丹波篠山ビデオ大賞」は、昭和６３年開催以 

来、市民や関係者に支えられながら、四半世紀以上にもわたって映像の魅力を篠山

から全国に発信し続けてきました。平成３０年度は、３０周年という大きな節目を

迎えるにあたり、｢丹波篠山ビデオ大賞３０周年記念大会｣を行います。記念大会で

は、「生きる」などをテーマに募集する映像作品の発表、審査を行うほか、特別企

画として、河合雅雄先生原作の「少年動物誌」をもとにした、本大会審査委員長で

ある西垣吉春監督の映画「森の学校」や篠山の今昔映像を上映します。映像を通じ

て心の豊かさや篠山の自然文化の素晴らしさを感じられる記念大会を予定してい

ます。 

（18）四季の森アートプロモーション設立３０周年事業の支援             

   四季の森生涯学習センター多目的ホールのボランティアスタッフとしてホール運
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営に協力をいただいている四季の森アートプロモーション（ＳＡＰ）が設立３０周

年を迎え、現在も１２人の方に登録していただき精力的に活動が行われています。

あわせて四季の森生涯学習センターも建設されて３０年にあたることから、記念事

業として四季の森アートプロモーションが行われる有名アーティストを招いての

コンサートや落語会、市民対象のカラオケ大会などを支援します。これにより、ス

タッフの技術向上と多目的ホールの利便性を広く再認識していただき、利用者の増

加につなげるとともに、公民館職員も一体となって運営することにより、篠山市の

文化発信拠点としての充実を図ります。 

 

 ὑ̮͝ ƼǼȒǜǯ ῇǲ̮ȉǍₒȔǍƽ 

平成３０年度においても、引き続き、市民あげて「ふるさと篠山に住もう帰ろう運動」

を進め、定住促進に取り組みます。 

（１）定住促進重点地区などでの取り組み  

市内で特に人口減少や少子化・高齢化が進んでいる畑、日置、後川、雲部、福住、

村雲、大芋、西紀北地区を定住促進重点地区と位置付け、若者・子育て世帯を応援

する取り組みを平成２４年度から６年間実施してきた結果、０歳～５歳の子どもの

増加率が市全体の平均を上回るなど一定の効果があったと考えています。引き続

き、定住促進重点地区では、住宅の新築・改築の助成を行います。また、就学前の

子どもを育てる保護者に対して、３歳未満児の保育料に年額２１万円、３歳児の保

育料に年額１７万７，６００円を上限に、４、５歳児の幼稚園、保育園の保育料も

年額６万円を上限に助成することで、保育料を実質無料化するとともに、幼稚園、

保育園の在園児を除く就学までの子どもの保護者を対象に、子育て支援金として年

額３万円をこれまで助成してきました。国で新たな制度が検討されていますが、平

成３０年度は市の施策として引き続き実施します。 

次に、平成２７年度から設けた市内全域を対象とする若者・子育て世帯への住宅

の新築・改築の助成について、３世代同居住宅助成が６４件、市内工務店等利用が

６５件あり、それぞれ初期の目的に沿って進んでいます。市民へのさらなる周知に

努めながら、平成３０年度も継続します。 

（２）わが家・わが村のふるさと篠山に住もう帰ろう運動  

定住促進「ふるさと篠山に住もう帰ろう運動」を、より身近できめ細やかに家庭

や自治会などで考えていただけるよう「わが家・わが村のふるさと篠山に住もう帰
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ろう運動」をスタートさせ、丹波篠山ふるさと大使・森田まりこさんに主演いただ

き作成した啓発用ＤＶＤを活用し、市の全職員が参加して住民学習会を約１００自

治会に実施いただいています。また学習会後に「わが家・わが村の住もう帰ろう運

動推進事業補助金（上限１０万円）」を活用して視察等に取り組まれる自治会もあ

ります。 

   平成３０年度も、未実施自治会での住民学習会の開催を働きかけるとともに、学

習会をきっかけにした自治会の取り組みを支援していきます。 

   また、これまで市内１９地区に２１人の定住アドバイザーを配置し、篠山暮らし

案内所と連携しながら空き家情報の収集や移住希望者への支援を行ってきました。

その取り組みによって、移住者受け入れの機運が高まり、空き家の活用が進むなど

の効果がありました。平成２９年度には、より身近な自治会単位で取り組みを進め

るため、自治会に定住促進推進員の推薦をお願いし、約１８０自治会に定住促進推

進員を選出いただきました。平成３０年度は、さらに全体への拡大を図りながら定

住促進推進員を中心に、わが家・わが村の１０年先を見据えた定住促進、特に空き

家の発掘と活用、移住者の受け入れ態勢強化などに取り組んでいきます。 

（３）市営住宅の子育て優先枠 

定住促進重点地区に所在する市営住宅の子育て優先枠を、日置団地、福住団地、

福住本陣団地は募集枠の２分の１以上、かすが団地、しゃくなげ団地、こしお団地

は募集枠の全てに設定し、若者・子育て世帯の定住促進を図ります。 

また、西紀北地区の若者定住の拠点となる、かすが団地、しゃくなげ団地、こし

お団地については、引き続き地域と連携して西紀北地区の自然豊かで温かい人々に

囲まれた良い環境をＰＲし、若者・子育て世帯の定住に向けて取り組みます。 

（４）通勤・通学しやすい環境づくり  

ＪＲの特急利用助成は、平成２４年度にスタートし、利用しやすいよう制度を随

時見直しながら、現在は、ＪＲ線の篠山口駅・相野駅と大阪駅・新大阪駅間の回数

特急券、篠山口駅と福知山駅間の特急券の購入について、半年あたり９，０００円

を上限に助成しています。ＪＲ福知山線の利用については、夜間の増便や速達化に

関する要望が多く、それに代わるものとして評価をいただいています。助成件数も

導入初期の平成２４年度は年間３０９件でしたが、平成２７～２９年度は年間４０

０件前後で推移しており、通勤・通学支援として定着してきています。また、大学

生等への通学支援の一端も担っていることから、継続するとともに周知・広報にも

努めます。 
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（５）空き家等の活用と空き家バンクの登録推進            

   平成２８年度に策定した「篠山市空き家等対策計画」に基づき、活用を促す「Ｄ

ＩＹ住宅制度」の創設、「寄付受納制度」の創設と受納した空き家等の有効活用、

改修費用にかかる金融商品の開発、「農地付き空き家制度」の創設に取り組みまし

た。これらの制度を活用して、２件の寄付物件の受納、農地付き空き家は４件が空

き家バンクに登録できました。また、連携協定を結んでいる兵庫県信用組合で「移

住・定住応援ローン」の取り扱いが始まるなど、その成果が現れつつあります。平

成３０年度は、こうした制度の更なる周知や活用に力を入れるとともに、登録され

た空き家等の販売・賃貸などの活用につながるよう努めます。 

また、空き家バンクに登録された物件にかかる空き家改修支援、兵庫県と連携し

た古民家改修の促進支援と空き家活用支援を引き続き実施するとともに、空き家等

活用基金を活用した寄付物件の改修工事を進めます。 

   さらに、わが家・わが村のふるさと篠山に住もう帰ろう運動の取り組みを、より

支援しつつ、空き家バンクの登録促進につなげるため、自治会等からの紹介で登録

に至った場合の奨励金（３万円）を創設するとともに、空き家バンク成約謝礼金を

従来の所有者（１０万円）、仲介事業者（２万円）に加え、受け入れ自治会等への

謝礼金（１万円）を設けるなど、自治会ごとの定住促進推進員と連携した空き家の

発掘、移住者の受け入れを推進します。 

（６）ハートピア北条団地 

多紀地区の定住促進の拠点として、未販売区画（５区画）について市広報をはじ

め、ＪＲ篠山口駅、神戸三宮ミントビジョンでのＰＲ、篠山暮らし案内所と連携し

た情報提供などにより、広報活動を通じた販売促進を図り、また、居住者や細工所

自治会と連携して住環境の充実に努めます。 

（７）結婚相談室「輪～りんぐ～」の充実 

篠山市民センター内に結婚相談室「輪～りんぐ～」を開設しており、平成２９年

末現在の会員登録者数は２３６人で、開設以来の成婚組数は、平成２９年度の４組

を加えて３４組となっています。週４日（火・木・土・日曜日）の開設日のうち、

火・木曜日は午後６時３０分まで開所し、相談員３人体制で利用しやすい相談室づ

くりを進めています。 

平成３０年度は、篠山市の行う結婚相談室であるという信頼と安心を活かし、よ

り会員に寄り添ったきめ細やかな紹介・相談を行うとともに、名刺型のＰＲパンフ

レットを作成し、市内事業所と連携しながら会員数の増加に努めます。また、市外



- 10 - 

在住女性の参加を促す婚活イベントを企画するなどし、より多くの男女が良縁に恵

まれ、市内で暮らしていただけるよう取り組みます。 

 ἧ ǭɵ ǋǨǷȚǵ ῇ⁸ 

篠山市は自然環境に優れ、また治安もよく、安心して子どもが成長できる良い環境に 

あります。それに加え、子育てや教育のよりよい条件を整備することによって、「子育

て・教育するなら篠山市がいちばんよい」と言っていただけるよう取り組みます。 

（１）中学３年生までの医療費無料化 

中学３年生までの子どもの医療費について、平成２６年７月から一定の所得要件

のもと医療費の無料化を実施、また平成２８年７月からは１歳から小学３年生まで

の通院および入院、小学４年生から中学３年生までの入院について、所得制限を撤

廃し、子育て世代への経済的負担を軽減しました。子育て世代が安心して医療が受

けられるよう、医療費の助成を継続して実施します。 

（２）予防接種  

平成２５年度から、６か月から１５歳（中学３年生）の小児インフルエンザワク

チン接種にかかる費用を助成しており、この結果、小・中学校の学級閉鎖率を下げ

ています。引き続き、小児のインフルエンザ予防と経済的負担の軽減を図るため、

費用助成を行います。具体的な助成については、１２歳までは１回２,５００円、２

回目は１，０００円、１３歳から１５歳までは、１回のみ２,５００円となっていま

す。平成２９年度の予防接種率は ５４．５％(平成３０年１月末実績)であり、今

後も広報紙などでの啓発に努めます。 

（３）子育て世代への育児支援の充実 

妊娠から出産、育児まで、子育て世代への切れ目ない相談支援の充実、特に産前

産後の子育て支援の充実によって、子育ていちばんのまちをめざします。 

平成２８年７月に「子育て世代包括支援センターふたば」を開設しました。母子

保健コーディネーターを配置して、妊婦一人ひとりに話を聴き、妊娠初期から顔の

見える相談しやすい体制が整備できました。平成２９年度には、宿泊型、日帰り型、

訪問型のサポート事業を開始しました。平成３０年度は、新たに、産後の健康診査

費補助事業、新生児聴覚検査費補助事業を実施、安心して子育てができるための支

援体制を充実させます。 

神戸大学地域連携事業として、平成２８年度に「産後女性の体と心の大きな変化

（マイナートラブル）と生活習慣」に関する調査研究を行った結果、産後にも続い
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ている腰痛を、ほとんどのお母さんが放置していることがわかり、平成２９年９月

から月１回実施の「産後ママのための腰痛予防教室」が好評を得ています。平成３

０年度も引き続き、毎月１回開催し、母親の身体的、精神的なサポートを行い、健

やかな子育て、また、将来の介護予防につなげていきます。 

（４）出産祝い金、不妊治療費助成、不育症支援 

少子化対策の一環として、子育てしやすいまちづくりをめざし、平成２７年度か

ら、第３子以降の出産に２０万円の祝い金を交付しています。平成２８年度は、９

２件、平成２９年度は、１２月末現在で、４０件となっており、平成３０年度も引

き続き、第３子以降の出産祝い金を交付します。 

また、これまでの不妊治療に要する費用の一部助成（１回１０万円上限）と合わ

せて、平成３０年度は、２回以上の流産や死産などを経験され「不育症」と診断さ

れた方の治療費を助成し、特定不妊治療および不育治療を受ける夫婦の経済的負担

の軽減をはかり、安心して子どもを産み、育てることのできる環境整備を充実させ

ます。 

（５）多子世帯支援 

   子育て支援の充実を図るため、市内の幼稚園、こども園、預かり保育施設に通う  

４・５歳児全員を対象に、兄弟姉妹がいる場合、保育料および給食費について、２  

人目は半額、３人目は無料としており、これを継続し、保護者の負担を軽減します。 

（６）子育てアプリ 

平成２９年１２月に開始した「ささっ子すくすくアプリ」は、平成３０年１月末

で２３０人の子育て世代に利用していただいています。平成３０年度は「ささっ子

すくすくアプリ」から子育て世代にさまざまな市の子育て支援情報を発信するとと

もに、より多くの方に利用してもらえるよう、子育て世代にとって魅力ある機能の

充実を図り、広く周知活動に取り組みます。 

（７）たきこども園（仮称） 

多紀地区における就学前の保育教育環境を整えるため、たき幼稚園を旧きよたき

幼稚園跡地に移設し、こども園として整備します。篠山産木材をふんだんに用いた

木造建築で、多紀小学校と隣接するこども園となり、市内で初めて０歳から１２歳

までの子どもたちが共に育つ学びの場として、平成３１年４月１日の開園をめざし

ます。 

（８）児童遊園遊具設置事業補助金の創設 

近年、自治会内に設置されている児童遊園遊具については、設置から年数が経過



- 12 - 

し、老朽化が進み、安全に使用することができないものが出てきました。しかし、

更新には多額の費用を要するため、自治会にとっては大きな負担となっています。    

平成３０年度は、児童遊園遊具設置事業補助金を創設し、児童遊園遊具の新設や

修繕に対して経費の一部を支援することで、安全で安心な遊び場の確保に努め、子

育ていちばんのまちづくりを一層進めていきます。 

（９）子育てふれあいセンター、おとわの森子育てママフィールド「プティプリ」 

子育て家庭の交流の場であり、子育てを学ぶ場である子育てふれあいセンター

は、Ｂ＆Ｇ体育館と丹南商工会館に移転し、プレイルームの拡充などにより、多く

の子育て家庭にゆとりと安心をもって利用していただいています。 

平成３０年度から、プレイルームの利用時間を午後４時までに延長するととも

に、たんなん子育てふれあいセンターでは、月曜日から土曜日まで開所するなど、

子育て家庭が利用しやすいセンターとなるよう、より一層の充実を図ります。 

   平成２９年８月に開所したおとわの森子育てママフィールド「プティプリ」は、

子育て家庭の交流や子育てに関する講座、季節に合ったイベントなどを開催してい

ます。また、隣接した里山（おとわの森）と連携し、子育て家庭や子どもたちが、

自然に親しみ体験できるような取り組みを進めています。 

平成３０年度は、開所日を現在の週３日から月曜日から金曜日までの週５日に拡

充し、子育て家庭が利用しやすくし、魅力ある講座やイベントを開催します。また、

調理室を活用するため整備を行い、郷土料理教室などを開催し、地域と連携した地

域交流事業の充実を図ります。 

（10）預かり保育、児童クラブ、病児保育室「にこにこ」 

幼稚園や小学校の教育時間終了後、保護者の就労等により家庭で保育を受けるこ

とができない子どもたちに、安心して生活できる場を提供するため、市内に預かり

保育施設を６カ所、児童クラブを１０カ所開設しています。 

   年々利用希望者が増加しているなか、児童クラブは、平成２９年度の古市児童ク

ラブの新築に続き、平成３０年度、城北畑小学校の敷地内に新施設を整備し、新た

な児童クラブを開設します。 

風邪やインフルエンザなどの病気や病気回復時の生後６か月から小学校６年生

までの子どもたちを、保護者の勤務等の都合により、家庭で保育を行うことが困難

な場合に一時的にお預かりする保育室として、「にこにこ」を平成２９年３月から、

医療法人社団小嶋医院に委託して実施しています。実際に利用された保護者からも

喜んでいただいており、スムーズな利用のため事前登録を推進し、保護者の子育て
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と就労の両立を支援します。 

（11）妊婦健康診査、妊婦歯科検診 

妊婦がより健やかな妊娠期を過ごし、安心して出産を迎えるための妊婦健康診査

の機会の確保と普及を図るため、引き続き、１人につき１０万１，０００円の費用

を助成し、多胎（双子など）の妊娠の方には、さらに４万４，０００円を追加で交

付します。多胎の助成額は兵庫県内で一番高い額となっています。 

また、平成２６年度から実施している、妊婦とその夫への歯科健診を引き続き実

施し、父母のむし歯や歯周病を予防し、生まれてくる赤ちゃんのむし歯予防に加え、

若い世代の口の健康を守ります。 

（12）赤ちゃんの駅設置事業の実施 

平成３０年度からの新たな取り組みとして、乳幼児を育てる保護者等が、外出の

際に授乳やおむつ替えを気軽に行うことができる施設、店舗等を「赤ちゃんの駅」

として登録し、ホームページや子育てアプリなどを活用して広く周知します。これ

により、乳幼児を育てる保護者等が安心して外出できる環境を整備します。「赤ち

ゃんの駅」を推進するため、授乳やおむつ替えの設備等を設置または充実する民間

業者に対して、補助金（上限１０万円）を交付します。  

（13）教育研究所（仮称）の設立準備 

学校教育の一層の充実を図るため、教職員の資質向上策とともに、教育課題、学

校運営、教育課程等に関する調査・研究、育成支援のための教育相談を行い、その

成果を学校に還元し、支援していく教育研究所（仮称）の設立に向けて準備を進め、

平成３２年度の設立に向けた基本構想の策定をめざします。 

（14）いじめ対策、要保護児童  

『いじめは「どの子どもにも」「どの学校でも」起こり得るもの』『いじめは人権

侵害であり、人として決して許される行為ではない』との基本認識のもと、また、

篠山市子どものいじめの防止等に関する条例及びいじめの防止等に関する行動指

針に基づき、保護者や関係機関と連携しながら、いじめの未然防止と早期発見に取

り組むとともに、いじめが認知された場合の早期対応に的確に取り組みます。 

篠山市子どものいじめの防止等に関する条例に基づき「子どものいじめ対策委員

会」を設置しています。いじめを早期発見して防止し、いじめが発生した場合、す

みやかに対処します。 

さらに、要保護児童に対する通告や相談は、家庭児童相談員を中心に、民生委員

・児童委員、学校や県関係機関などと連携し、子どもと家庭のさまざまな問題の解
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決に向け取り組みます。 

（15）地域に開かれた学校 

学校運営協議会の設置等に関する規則に基づき、学校、保護者、地域が一体とな

った新しい学校運営（コミュニティ・スクール）を推進するため、平成３０年度も

引き続き、すべての学校に学校運営協議会を設置します。 

また、地域とともにある学校づくり研修会を開催するなど、コミュニティ・スク

ールの理解と実践研究の成果や課題の情報共有を図り、地域とともにある学校づく

りの推進に努めます。 

（16）中学校部活動支援事業  

少年少女スポーツ団体の指導者、元教員、競技スポーツや吹奏楽の指導経験があ

る社会人等、地域の指導者の協力を得て、市立中学校での部活動の適切な指導方法

等の推進を図るとともに、開かれた部活動、楽しく安全な部活動を推進します。特

に、平成３０年度は、支援員１人あたりの活用時間の上限を年間４８０時間に増や

し、更に充実を図ります。 

（17）高等学校の通学支援  

市内の高校に通う市内の高校生の遠距離通学支援として、公共交通機関の利用者

には、月額１万５，０００円を超える部分の全額を助成しています。また、自転車

通学など公共交通機関を利用しない１０㎞以上の通学者には、通学期間中の３年間

のうち１回限りで、通学距離に応じて２万５，０００円から１０万円を助成すると

ともに、通学距離の区分にかかわらず、峠越えを伴う後川・西紀北・今田地区では

一律１０万円を助成しています。これにより、市内の高校に通学しやすくするとと

もに、保護者の負担を軽減することで市内定着に一定の効果があったと考え、平成

３０年度も継続して実施します。 

（18）ふるさと教育 

   平成２７年１１月に策定した篠山市教育大綱をもとに、ふるさと教育を推進して

いきます。 

 ふるさと丹波篠山を愛する心を育てるため、学校運営協議会を中心に、学校・市

民・保護者・地域が一体となって、ふるさと教育を進めます。 

 子どもが地域の名所旧跡、自然、産業等にふれる学習や「学校（地域）のヒーロ

ー」を活用した取り組みを通して、ふるさとの良さを発見し、ふるさとを大切にす

る気持ちを高め、子どもの主体的な活動（地域でのボランティア活動等）を通して、

ふるさと篠山の将来を担う意識を育みます。   
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（19）学校給食の充実と地産地消の推進               

学校給食の主食となる米飯や米粉パンの米粉には、篠山産コシヒカリを１００％

使用し、毎食、篠山産米を使って実施します。また、地元野菜を安定的に使用でき

るよう献立の工夫や生産者との調整を行うとともに、使用野菜の地元産使用率の目

標を設定し、品目数の増加に取り組みます。旬の野菜や、丹波篠山茶、丹波黒大豆、

丹波大納言小豆、山の芋、篠山牛、猪肉など、篠山の特産品を食材に使用するとと

もに、昔から伝わる四季折々の伝統食も取り入れます。それにより、子どもたちの、

地元農業や食べ物への関心を高め、食材への慈しみや生産者への感謝の気持ち、篠

山の四季や郷土の良さを感じ、ふるさとを愛し誇りに思う心を育みます。 

さらに、平成３０年度に、安全安心な学校給食を安定的に子どもたちに届けるた

め、東部学校給食センターにおいて、老朽化した給食配送車２台を更新します。 

（20）学校施設の大規模改修とスクールバスの更新                

   老朽化の進む学校施設の大規模改修を計画的に実施します。平成３０年度は、城

東小学校、西紀小学校、城南小学校および篠山養護学校で大規模改修工事を行うと

ともに、平成３１年度の実施に向け、岡野小学校、西紀南小学校、大山小学校の大

規模改修実施設計を実施します。 

また、スクールバス更新計画に基づき、平成３０年度は、篠山東中学校のスクー

ルバス１台を更新します。 

（21）ふるさと創生奨学金             

ふるさと創生奨学金は、高等学校、特別支援学校(高等部)に進学を希望するにも

かかわらず、経済的理由等により修学困難な学生に対し、修学上必要な奨学金を貸

与し、教育の機会均等を図ることを目的に、平成１５年度から平成２９年度まで１

２４人の奨学生に活用いただきました。 

これまでは、高校入学後の申請手続としていましたが、経済的不安が解消でき進

路が選択できるよう、中学３年生段階で申請と貸与の内定が受けられるよう制度を

見直します。貸与額は、年額、国公立１２万円、私立２４万円です。 

 

 ҘǉǼȓȒ Ǟǋ ῇ⁸ 

 「日本遺産のまち」、「ユネスコ創造都市」、「小京都、日本の原風景と高く評価さ

れるまちなみや景観」、「命輝く自然環境」、「歴史文化」などの魅力をさらに高め、

日本に、世界に誇る美しい篠山づくりを進めます。 
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（１）景観、丹波篠山ロマン街道、丹波篠山グランドデザイン  

史跡篠山城跡を中心とした城下町の佇まいとその周辺に広がる田園、農村風景、

山並みなどの美しい景観を未来に引き継ぐため、これからも景観条例に基づく景観

計画および屋外広告物条例を適正に運用して、農都丹波篠山にふさわしい景観形成

を図っていきます。 

   特に景観計画の歴史地区に指定している城下町地区、今田町上立杭地区および福

住地区については、建物の外観修景に関する工事費の助成を行います。また、景観

まちづくりの取り組みに対する景観アドバイザーの派遣などを通じて、市内の町並

み景観の保全や自主的な景観づくりの取り組みを支援します。     

   また、景観写真コンクールや景観カレンダーなどを通じて篠山の魅力的な景観を

広く紹介し、市民の景観に対する意識の高揚を図ります。 

篠山の豊かな自然や歴史など、市内に点在する多くの魅力資源を広く情報発信す

るため、自然、歴史、景観、町並みなどをテーマごとに結ぶルートを「丹波篠山ロ

マン街道」として指定します。ルートは歴史街道として「源義経の道」、「戦国乱

世の道」、春秋街道として「桜と紅葉」、風景街道として「町並みと田園景観」、

「丹波篠山伝統の祭り」、「丹波篠山の自然の生きもの・草花」などを計画してい

ます。そして、この街道を丹波篠山の魅力の再発見やふるさと意識の醸成、観光や

交流に繋がるものとなるようルートマップも作成し、市内外に広く紹介していきま

す。 

さらに、篠山市の将来のまちづくりを見通し、市民や事業者の皆さんが「小京都、  

日本の原風景と高く評価されるまちなみや景観」、「命輝く自然環境」、「歴史文

化」などを保全・継承していく意識を高めていただくため、篠山市の未来がひと目

で分かる「丹波篠山グランドデザイン」を作成します。  

商業開発が進む丹南篠山口インターチェンジから、東吹を結ぶ県道大沢新東吹線

沿いについては、現在の市の屋外広告物条例の基準に適合していない屋外広告物も

あるため、屋外広告物改修等事業補助金を有効に活用し、改修や撤去を求めるとと

もに、沿道地区独自の建築物の色彩や緑化等の基準を景観計画に定めて、篠山の玄

関口にふさわしい沿道景観の誘導を図ります。 

（２）土地利用・都市計画・地区整備計画 

篠山城跡を中心とする城下町の町並み、旧街道の宿場町や丹波焼の里、緑豊かな

里山や田園風景が篠山の魅力であり、私たちの大きな誇りです。この美しい篠山の

景観を保全、継承するためには、将来の土地利用の方向性を明らかにし、総合的な
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方針を定めてまちづくりを進めることが重要です。 

   そのため、「篠山市土地利用基本条例」、「篠山市土地利用基本計画」および「篠

山市都市計画マスタープラン」に基づき、「農の都」にふさわしい都市づくりを進

めるとともに、地域が主体となった空間づくりを支援します。 

   太陽光発電施設については、「篠山市景観ガイドライン」に基づき周辺景観や住

環境への配慮を求めていますが、山林や農地への太陽光発電施設の転用が進んでお

り、地域環境への影響が大きいことから、適正な土地利用の誘導が必要となってい

ます。このため、「篠山市土地利用基本計画」で、太陽光発電施設の設置ができる

地域とできない地域を定め、秩序ある土地利用の誘導を図るとともに、特に農地は、

農地法の趣旨を十分に踏まえ、周辺の営農農地や田園景観に配慮した農地における

ガイドラインを策定して、地域環境の保全に努めていきます。 

   また開発にあたっては、「農」を基盤とした田園環境と都市機能が融合した土地

利用を図るため、篠山市まちづくり条例を適正に運用し、地域の合意が得られる質

の高い開発を誘導します。     

   さらに、地域の独自性と創意工夫を発揮した地域主体の里づくり計画は、すでに

策定されている野中や日置などと、策定を進めてきた宇土地区を加えた９地区への

運営支援のほか、新たに平成２９年度に協議会を設立された油井地区について、早

期に計画策定が行えるよう積極的に支援を行います。 

（３）自然環境、生物多様性（丹波篠山生きもの４８） 

篠山市は、日本遺産のまちとして、自然の景観や環境が大きな魅力となっており、

これを未来に受け継いでいかなければなりません。ところが、自然豊かと思われて

いる篠山市でも、ここ５０年の間、開発が進み、道路や河川の工事、ほ場整備など、

これらの事業は、自然環境や生きものの生息条件を考慮されなかったため、私たち

のまわりの自然や生きものの姿は大きく変ぼうしました。 

これまで、自然や生きものと共に暮らす篠山の地域づくりを目標に、ふるさとの

川づくり、ふるさとの森づくり、また教育大綱で示した自然とふれあう教育、「学

校にヒーローをつくろう」、小学６年生を対象に丹波篠山いきもの４８（フォーテ

ィーエイト）の投票などに取り組んできました。また、平成２９年度内に、水路整

備のモデル事例として曽地口地区で環境に配慮した木製水路を新たに整備する予

定です。 

平成３０年度は、「丹波篠山ロマン街道 生きもの編」として、篠山市内の特徴的

な生きものであるホタルやオオサンショウウオ、カワセミなど４８の生きものが、
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どこに生息しているかを示す生きものマップを作成します。作成にあたっては、地

域の方や子どもたちの参加を得て、一緒に活動をしながら作成します。そして、市

内で身近な生きものと触れ合い、存在を感じ、生きものの命やふるさとを大切にす

る取り組みを進めます。 

（４）お堀のハスの花復活 

お城の南堀で進めていますハスの花の復活については、平成２９年度は、何本か

葉が成長しましたが、開花には至りませんでした。 

   平成３０年度は、真南条の休耕田で咲いたレンコンを用い、南堀に移植します。

さらに土壌や花
か

蓮
れん

マイスターの専門家からも意見をいただき、今度こそお堀のハス

の花復活に取り組みます。 

（５）歴史文化まちづくり 

国指定史跡の篠山城跡および八上城跡は、地域住民の協力を得ながら、適切な保

護・管理を行うとともに、活用に努めます。 

篠山城跡は、国土交通省の「景観まちづくり刷新支援事業」により旧市民グラウ

ンド（三の丸南）の広場整備を行うとともに、土塁上に繁茂した樹木の伐採を行い、

南堀端からお城が見える環境整備を行います。また、遅れていた内堀復元整備も、

文化庁から「観光拠点形成重点支援事業」の優良モデル創出枠として採択内示をい

ただいており、平成３０年度から２カ年をかけて完成させます。また、篠山城のシ

ンボルである高石垣についても落石や膨らみがあることから、文化庁の「歴史活き

活き！史跡等総合活用整備事業」を受け、「史跡篠山城整備基本構想」に基づき「史

跡篠山城整備基本計画」を策定し、計画的に修復できるよう取り組みます。 

八上城跡については、平成１８年度に策定した史跡八上城跡保存管理計画及び整

備基本構想に基づき、八上城跡、主膳屋敷跡、奥谷城跡、法光寺城跡、東仙寺跡な

ど、一体とした保存と活用を検討し取り組みます。 

デカンショ館のオープンにより集客力を増している青山歴史村については、「景

観まちづくり刷新支援事業」により長屋門の修理を行っていますが、平成３０年度

は、桂
けい

園舎
えんしゃ

の屋根等の改修を行うとともに、各施設内のバリアフリー化を進めます。 

城下町と福住の重要伝統的建造物群保存地区内の伝統的建造物等の保存修理に

ついては、篠山城下町地区３件、福住地区３件、合計６件の保存修理を予定してい

ます。 

また、福住地区においては、文化庁の「観光拠点形成重点支援事業」を受け「西

京街道拠点形成事業」として住吉神社の重森三玲作の「住之江の庭」の再生に取り
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組むとともに観光客向けにスマートフォンやタブレット用の古地図アプリを作成

し、福住から日置、篠山城下に至る西京街道沿いの歴史文化資産の説明などを埋め

込み、古地図を見ながら散策できる仕組みを構築します。また、京都方面からの外

国人を含む観光客の誘客をめざし、京都府とも連携し、通訳案内士や「丹波篠山ま

ちのコンシェルジュ」の皆さんに同行していただくモニターツアーを実施します。 

（６）太古の生きもの館 

平成３０年２月３日、篠山市大山下のトンネル掘削工事で出た岩石から草食恐竜

「角竜類」３体の化石が新たに発見され公表されました。太古の生きもの館では、

新たに発見された化石等と合わせ日本最古のほ乳類化石ササヤマミロス・カワイイ

の復元模型を展示します。さらに市内で発見されたトカゲの化石や太古のカエル等

の復元模型を作成し、化石だけではなく、よりリアルに太古の生きものを見学して

いただけるよう充実を図ります。また、丹波地域恐竜化石フィールドミュージアム

構想に基づき関係機関と連携しながら、継続して石割体験や校外学習を推進すると

ともに市民ボランティアを養成します。 

 

 ҍ  

 篠山市の産業の基盤である農業をしっかりと守り育て、平成２９年３月策定の篠山市

農都創造計画に基づいた取り組みを推進します。 

（１）ステップアップ集落営農と担い手づくり 

篠山市の農業や農地、そして、農村集落が未来にわたり維持、発展していくよう 

担い手の育成に努めます。 

篠山市では、認定農家と集落営農を中核的な担い手と位置付けるとともに、農業

に関わる多様な担い手を育成、確保していきます。 

そこで、農業の担い手や将来の農地利用のあり方など集落農業での設計図となる

「人・農地プラン」の策定を引き続き進めます。「人・農地プラン」は、これまで

２３集落で２１プランが策定されており、平成３０年３月末には、３６集落で３４

プランが策定される見込みです。現在、９０を超える集落で検討が進められている

ことから、県、市、ＪＡ、農業委員会が連携して、策定に向けた支援を行います。 

   特に、人・農地プランの策定では、現在２人の専門員を配置して集落の説明会や

相談を行っていますが、平成３０年度から更に１人を増員します。また、具体的な

集落営農の進め方をまとめた「集落営農マニュアル」を活用して、人・農地プラン
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を作成する集落を支援します。 

そのなかで、「集落の農業、農地は集落で守る」を一番のあるべき姿と考え、集

落営農の推進に引き続き力を入れます。集落営農組織への支援については、組織の

設立や農事組合法人化への支援にも特に力を入れ、農業機械導入に対する支援も拡

充を行います。平成３０年度は、集落営農アドバイザーを設置し、集落営農マニュ

アルを活用するとともに複数の集落で取り組むような広域的な集落営農の活動を

支援します。 

   平成２７年度に設けた集落営農推進基金を活用した機械導入への支援については、

新規に導入する場合は導入費の２０％、買い替えによる更新の場合は１０％を助成

しており、人・農地プランを策定した集落営農組織には、それぞれに１５％を加算

し支援を行っています。平成３０年度は、農業用機械の助成上限額が、現在、１７

５万円のところを２１０万円まで２割引き上げ、集落営農の活動が更に進むよう支

援します。 

   また、平成２９年度から始めた、女性農業者を対象としてトラクターなど農業機

械の操作講習を行う「いきいき農村女性オペレーター講習」は、募集定員を上回る

人気がありました。平成３０年度は、トラクターを運転する時間を拡大するなど、

受講内容を拡充し、さらに女性が活躍できるよう取り組みます。 

   新規就農者支援については、篠山は京阪神の消費地に近く、多くの特産物や恵ま

れた自然環境があり、篠山で農業を始めたいと希望される新規就農相談もあること

から、国の農業次世代人材投資事業の活用や、住宅家賃補助といった市独自の支援

策を引き続き行います。平成３０年度は、認定新規就農者を対象に、農業機械や施

設の導入に対し５０万円を上限に５０％を助成し、農業を始め易いよう支援を行い

ます。 

認定農業者は、篠山の農業を担うリーダーとして活躍していただいており、平成

３０年度は、認定農業者の認定基準である年間所得などの要件を見直し、多くの農

業者が認定農業者となっていただけるよう取り組みを進めます。 

   篠山市は、恵まれた自然環境と特産物があり、若い農業者が活躍しやすい環境が

整っています。平成３０年度は、市内各地で頑張っている若手の農業者をホームペ

ージで紹介し、市内外に篠山の農業に対して夢と希望を持つ若者が増えるよう取り

組みを進めます。 

（２）環境創造型農業・農村の推進  

 丹波篠山の農産物の美味しさや品質の高さに加え、自然環境に配慮した農業の取
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り組みを推進し、さらなる丹波篠山ブランドの向上に取り組みます。 

   これまでの環境配慮の取り組みにより、篠山市における水稲栽培こよみの化学肥

料や農薬の使用水準は、通常の栽培方法で兵庫県が示す地域慣行レベルから約４割

減、省力型栽培の場合では５割以上削減されていると言われています。これを生か

し、平成３０年度は、①減農薬・減化学肥料の取り組み ②中干しの時期の延期など

自然環境へ配慮する取り組み ③おいしいと言われる食味を保持する栽培の取り組

みをすることによって、丹波篠山米のブランドをさらに高めます。そのために、市

内２０カ所の水田において、モデル的に取り組みを始めます。 

丹波篠山産のコシヒカリは味の良さから市場では高い評価を受けています。平成

２９年度に行った「丹波篠山コシヒカリ宣言」により、美味しい、環境にも良い、

健康で美しくなる丹波篠山のお米を引き続き広くアピールし、ブランド米として名

称も検討し、その魅力をさらに高めます。 

   山の芋栽培では、平成２６年度から除草作業や除草剤を低減するため、防草シー

ト（アグリシート）に対する助成を始め、平成２９年度からは、黒大豆と山の芋の

害虫防除の回数を減らすため、フェロモントラップ剤の購入を助成し、特産物の減

農薬に取り組んでいます。こうした取り組みを続けていくことで、ふるさと篠山の

自然環境を未来にわたり守り育て引き継いでいきます。 

また、農村整備事業の遂行にあたっては、安全性・利便性・経済性に加え、自然

景観や生物多様性に配慮し、より魅力的な農村づくりを進めます。 

多面的機能支払交付金事業や篠山市単独事業として平成２３年度に創設した環

境配慮型土地改良事業における水路や農道の整備は、モデル水路のＰＲなどにより

農家のみなさんや環境創造事業者の皆さんの理解を進め、一層の自然の景観や生物

多様性などを守り育てる環境創造に取り組みます。 

ことに、平成２９年度内に、水路整備のモデル事例として曽地口地区で環境に配

慮した木製水路を新たに整備する予定です。平成３０年度には、このモデル水路を

たくさんの市民に見てもらうことで、環境に配慮した水路整備をより身近に感じて

いただき、市内３３の「篠山の自然や景観を守り育てる環境創造事業者」と連携し

て、生きものに配慮した水路整備など生物多様性に配慮した環境整備をより多くの

地区で取り組んでいただきます。 

これらの取り組みにより、季節を感じさせるホタルや赤とんぼが飛び交い、自然

と調和する田や水路などの田園風景の中で、農薬や化学肥料に多くを依存しない農

法で米や特産物の生産を進めることで、丹波篠山の魅力をさらに高める「環境創造
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型農業・農村」をめざします。 

（３）丹波篠山の特産物 

日本の米政策については、平成３０年産から見直しが行われ、行政による米の生

産数量目標の配分が廃止され、自主的な需給調整に変わります。篠山市は県内で先

がけて、今後の水田農業のあり方を示す「篠山市水田活用方針」を定め説明会を開

催し、農業者の皆さんに黒大豆や山の芋などの特産物の生産維持をお願いするとと

もに、それぞれの集落においては特産振興の方策となる「特産振興プラン」を策定

いただくよう取り組みを進めてきました。 

今後も、質の高い黒大豆、山の芋とともに丹波篠山米などの特産物を、引き続き

生産していただくための支援に取り組みます。 

黒大豆については、新たな支援策として、黒大豆脱粒機や黒豆選粒機、防除機、

黒大豆乾燥機、枝豆脱莢機など、黒大豆の収穫機械の導入を助成し省力化を進める

ことで、将来にわたって特産物を生産いただけるよう支援を行い、特産物の生産量

を維持していきます。 

山の芋については、「一家に一畝山の芋運動」を展開しており、新規栽培者に１

アールあたり１万５，０００円を交付していることから新規栽培者は年々増えてい

ます。今後も、山の芋生産農家が新規栽培者に技術指導できる体制を整えるととも

に、種芋や畝間の防草シートの購入助成や、平成３０年度は、新たに畝上面のシル

バーマルチの購入助成を実施するなど、山の芋の栽培面積の維持拡大に向けて取り

組みます。また、山の芋フェスタ（仮称）を開催し、山の芋を使用した郷土料理の

ＰＲと、市民が山の芋を食べる習慣の普及を図り、山の芋の消費と生産を盛り上げ

ていきます。 

栗については、平成２８年度から篠山市が単独に始めた苗木の２分の１助成には、

平成２９年度も同様に１，５００本を超える申し込みがあり、栗の産地として大き

な盛り上がりを見せています。一方、管理ができなくなった栗園の継承が今後の大

きな課題となっていることから、平成２９年度に策定した「栗振興計画」により、

栗園地の貸し借りを進める「栗園地流動化奨励金」を創設し、貸し主に奨励金を交

付するとともに、農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定により、安心して栗

園を貸せる環境づくりを整えます。これにより、栗の木を世代を超えて引き継ぎ、

将来もブランドとして守っていきます。 

茶については、学校給食において「篠山茶週間」での、食べるお茶のメニューを

市民に広め、お茶に対する普及啓蒙を図ります。 
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松茸については、松くい虫や若松の減少などで、その収穫量が大幅に減っており、

平成２８年度と平成２９年度に専門家を招いて、松茸が出やすい環境整備の勉強会

を開催したところ、味間奥、大山上、福住地区、山林所有者などの参加があり、か

つての松茸山復活に向けての意気込みを感じています。 

 平成３０年度においては、この勉強会を継続して開催するとともに、丹波の森構

想３０周年事業で兵庫県が取り組むアカマツ林のモデル林を市内２カ所で設定し、

秋の味覚を代表する松茸の復活に向けて取り組みます。 

特産物の普及ＰＲでは、国内は、秋の味覚の時期を中心に篠山の特産のＰＲを京

阪神および首都圏で丹波ささやま農業協同組合やＪＲと連携して実施するほか、特

産物・地場野菜のＰＲや地産地消をめざし、参加者が年々増加している農産物直売

所スタンプラリーを開催します。 

海外に向けては、平成２９年度、２年目となった台湾での「台北国際食品見本市」

の取り組みで、黒大豆の煮豆や関連商品が商談会を契機に、現地の高級百貨店との

取り引きが始まるなど成果が表れ始めています。３年目となる平成３０年度は、更

に商談会を増やすなど、丹波篠山黒大豆の魅力を世界に発信していきます。 

（４）有害鳥獣対策 

シカやイノシシなど有害鳥獣対策では、緊急の課題として金網による獣害柵の設

置に取り組み、平成２９年度末で、総延長約４００キロメートルが完成します。  

また、篠山市猟友会と連携し、適正な個体数管理目標のもと、平成２９年度から

編成した鳥獣被害対策実施隊の活動に取り組みます。 

サル対策については、サル用電気柵、追い払い、適正数管理などに引き続き取り

組みます。 

電気柵の設置は、集落の要望を受け、総延長約１２キロメートルの設置が完了す

る予定です。今後は、集落ぐるみで維持管理に努めるとともに、新たな要望や補修

等が必要な場合はその対策を進めます。 

追い払いについては、サル追い犬、ロケット花火、動物駆逐用煙火花火、電動エ

アガンなどの支援に取り組みます。加えて、サル監視員による群れの動向把握やサ

ルメールによる群れ情報の発信、サルの行動範囲が近隣市町にも及ぶことから、６

市町で組織する広域協議会においても取り組みます。 

 以上のとおり、あらゆる獣害対策とともに、長い目で野生動物との共生をめざし

ます。 

なお、このような取り組みが全国的にも高く評価を受けており、このたび篠山市
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有害鳥獣対策推進協議会が、平成２９年度鳥獣被害対策優良活動表彰の「農林水産

大臣賞」を受賞することとなり、平成３０年２月２７日開催される第５回全国鳥獣

害被害全国サミットで表彰を受けます。 

（５）獣害対策サミット 

近年都市部で注目されいるジビエ料理ですが、篠山市の伝統的な郷土料理とし

て、全国的にも有名なボタン鍋があります。また、篠山市の多様で先進的な獣害対

策の取り組みも、全国的に注目されており、農林水産省からも評価を受けています。

篠山市がジビエ料理と獣害対策の先進地であるのは、地域の努力のたまものです。   

平成３０年度は、こうした先進的な取り組みを全国に発信し、獣害から守るべき

篠山の豊かな資源や地域の魅力、森と人間と野生動物との共生を見つめることを目

的に、獣害対策サミットを今秋に開催します。その中で、ジビエ振興と獣害対策を

担う新たな人材を発掘し、ジビエ振興と獣害対策との良い循環をめざす多様な関係

者が集う場を創出します。 

（６）農地の保全と農業基盤の継承 

農地は、私たちの命を支えるかけがえのない生産基盤であり、多様な動植物の生

態を保ったり、農村景観を形づくったり、また、災害防止の面からも大きな役割を

担っています。 

したがって、計画的な土地利用を保ち、農業振興地域の農地３，４６６ヘクター

ルを後世に引き継ぎます。 

土地改良施設の整備では、県営土地改良事業で、四十九池（曽地中）、大谷池、

フレ谷池（春日江）、奥新池（今田町下立杭）、水谷新池（今田町上小野原）、大

正池（曽地口）と吹頭首工（東吹）の改修や鍔市ダム水系、黒石ダム水系のパイプ

ライン整備を継続するとともに、新たに大内池（草ノ上）、山谷池（県守）の改修

事業、泉地区（泉）の用水路パイプライン化事業に着手し、真南条宮ノ奥池（真南

条中）の事業を再開させます。また、ため池整備事業として、引き続き市内のため

池１００カ所で点検調査を行います。そのほか、田松川頭首工（杉）の改修を実施

します。 

また、平成３０年度から新たに兵庫県が「兵庫ため池保全サポートセンター」を

設立することから、県と連携し、特定ため池のパトロールやため池管理者への指導

助言を行い、ため池の安全確保を図ります。 

（７）ふるさとの森づくり、色どりの里山づくり 

篠山市ふるさとの森づくり条例を平成２７年４月に施行し、篠山市ふるさとの森
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づくり構想に沿って、森林資源の活用を図りながら里山や木と日々の暮らしの関わ

りを見直そうと取り組んでいます。スギ、ヒノキの植林地については、平成２６年

度から年間３２５ヘクタールを２０年計画で１００％間伐することを目標に進め

ています。 

平成３０年度は、５月５日の里山の日に、兵庫県と連携して「森を未来につなぐ

フォーラム」の開催や、里山づくりを行うモデル林として、篠山市においては、落

葉樹・広葉樹林とアカマツ林を整備し、この活動を通じ、広く発信します。 

篠山市の山林は、市域の７５％を占め、そのうち約７割が広葉樹林、３割がスギ、

ヒノキとなっています。広葉樹林は、里山として、かつては私たちの暮らしとも結

びつきが強く、水源涵養、土砂災害防止、レクリエーションの場、動植物の生息場

所になるなど、多様な機能を有しています。 

そこで、自治会等で実施いただく里山林の整備について、色どりのある里山に生

まれ変わるよう取り組みを積極的に進めます。平成３０年度は、里山彩園事業を一

層取り組みやすい事業とするため、間伐の労務費を助成対象に加えたり、事業規模

を２倍に拡充します。さらに、多くの植林地は森林として利用価値が乏しいうえ、

土砂が流出して、災害が起こりやすい状況であるために、皆伐して広葉樹林に転換

します。平成３０年度から助成基準を、１００㎡あたり２，５００円を２０，００

０円に増額するとともに、その実施面積を拡大します。 

さらに、混交林整備事業は高倉地区で作業道を作設するとともに、里山づくり体

験を実践できる「木の駅プロジェクト」の更なる展開を図ります。 

また、市有林と共有林の一部でどんな材がどれくらいとれるのかを調査し、森林

の価値、材の品質や価格などで示すことにより収入につながる主伐を促すモデルを

構築します。 

（８）危険木を取り除く制度 

平成３０年度から新たに、従来からの里山彩園事業や広葉樹林化事業に大径木の

伐採の費用助成を拡充し、倒木被害の発生防止を図ります。さらに倒木により市民

生活に差し迫った危害を及ぼすとなった場合は速やかに危険木を除去する制度を

創設します。 

（９）森林バイオマス、新エネルギー・省エネルギー 

「篠山市森林バイオマス活用推進計画」、「篠山市公共建築物等における木材の

利用促進に関する基本方針」、「篠山市新エネルギー・省エネルギービジョン」に

基づき、間伐や里山整備によって生まれる篠山産木材の利用促進や木質バイオマス
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による有効利用など、篠山らしい森林資源やエネルギー資源の活用に取り組んでき

ました。 

平成３０年度も引き続き、木の駅事業で収集された木材は、木質ペレットに加工

し、家庭用ペレットストーブやこんだ薬師温泉ぬくもりの郷のペレットボイラーで

活用するなどエネルギーの地産地消を図ります。 

また、家庭用太陽光発電システムの設置など二酸化炭素排出抑制につながる機器

導入の支援を継続するとともに、山の芋によるグリーンカーテンの普及に努め、夏

の省電力による省エネルギー社会の実現を目指します。 

（10）丹波篠山農学校 

農林業に関わる知識や生産技術の伝承と、新たに携わろうとする人が技術を学ぶ

機会を提供し、担い手の確保を目指して、平成２９年度にこれまで開催してきた、

農業、林業の講座を体系的に整理し、「丹波篠山農学校」として実施しました。講座

は、楽農スクール、山の芋スクール、里山スクールのスクール講座をはじめ、人気

の「いきいき農村女性オペレーター講習」、獣害対策や山の芋のグリーンカーテン

など特定の課題を学ぶ単発講座、県や関係団体の講座を勧める推奨講座を開設しま

した。 

平成３０年度は、新たな取組みとして「子育てママさんの野菜講座」を開催し、

安全安心の野菜づくりを通じて女性の農業への関心を高めていきます。 

講座がきっかけで篠山に就農した新規就農者もあり、農業に興味のある方を積極

的に増やし、新規就農へのきっかけづくりの場としても充実を図ります。 

（11）山すそなど耕作放棄地の活用策 

山すその耕作放棄地については、平成２８年度から継続している栗の苗木購入の

助成制度を活用され、栗を植えていただくなどの活用が増えてきました。平成３０

年度は、引き続き栗の植栽を推進するとともに、耕作放棄地をビオトープ化した場

合のモニタリングを行い、生きものの生態系の変化や維持管理費用などを調査し、

農村環境を持続的に保全できるような活用策についても検討を進めます。 

（12）林道施設の長寿命化対策 

林野庁のインフラ長寿命計画の一環として、市の林道施設の長寿命化対策に取り

組む必要があることから、市の林道にかかる４メートル以上の橋りょう５８橋につ

いて、平成３０年度、平成３１年度の２カ年に分けて、橋りょうの点検診断を実施

します。その結果をもとに長寿命化計画を策定し、年次的に林道の維持管理に取り

組みます。これにより、木材の伐採や搬出、運搬作業の安全の確保や森林資源の一
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層の有効活用につなげていきます。 

 

 ̔ ɵ ǯ Ͻ 

  平成２５年度に策定した篠山市企業振興と雇用拡大戦略に基づき、市内の企業を支

援し、さらに農工団地や空き工場などへの企業誘致に取り組みます。 

（１）地元就職の促進と人材確保           

平成２９年３月に卒業した大学生や高校生の就職率は非常に高く、現在もこの状

況が続いています。市内の状況も超売り手市場になっており、市内企業からは「人

材の確保が最重要課題」との声が挙がっています。そこで、市内高校の振興策を検

討する委員会と連携して地元就職の機運を盛り上げるとともに、引き続き地元就職

の促進と人材確保に努めます。 

具体的には、高校生の就職活動を前に、高校の就職指導担当の先生などを対象に

した企業見学会を開催するとともに、企業の採用担当者と直接面談ができる機会を

設けた「丹波篠山幸せしごとフェア」を、高校と連携しながら開催します。 

大学進学者やその他の求職者に対しては、高校卒業時や成人式などの機会を活用

し、ＳＮＳを利用した「篠山市しごと情報」提供システムへの登録を呼びかけ、就

活情報をきめ細やかに伝え、Ｕ・Ｉターン就職を応援します。また、学生向けのイ

ンターンシップがしやすいよう、引き続き受け入れ企業を支援するとともに、新た

に就職説明会等への出展経費の一部を支援する制度を設けます。 

市内企業に就職した市内在住の新規学卒者に１人あたり１０万円を交付する篠

山市ふるさと就職奨励金を継続します。また、平成２９年度から始めた企業紹介ガ

イドブックは引き続き全世帯に配布するとともに、就職希望者が求める情報を掲載

した別冊版を作成し提供します。 

（２）市内企業の振興 

日本の景気は拡大基調が続いており、企業の設備投資意欲が比較的高いこの機を

捉え、引き続き工場の新設や増設などの設備投資に対して工場等施設整備奨励金お

よび固定資産税の課税免除制度と、新たな市内在住者雇用の実績に応じて雇用促進

奨励金により支援します。また、本社機能を有する特定業務施設の新設、増設に対

して地方拠点強化奨励金により支援します。 

平成２９年度に創設した「篠山市展示会等出展事業補助金」には５件の申請があ

り、展示会の出展への後押しとなっています。出展を通じて新規顧客の獲得や販路
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拡大につながっているとの評価を得ており、平成３０年度も継続します。 

（３）企業誘致 

平成２９年度は、新たに株式会社兵庫精密工業所や株式会社京都庵が市内の空き

工場に進出しました。平成３０年度も、篠山市への進出に関心を寄せる企業、事業

拡大を図ろうとする企業を積極的に支援します。 

また、これまで企業誘致といえば製造業という考えが定着していましたが、関係

法令が改正され農村地域への産業の導入の促進等に関する法律（旧農村地域工業等

導入促進法）、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する

法律（旧企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する

法律）が施行されています。篠山市においても、この法改正に呼応した企業誘致の

あり方を検討し、従来の計画等を見直し、篠山市の特性を活かした企業誘致に取り

組みます。 

   企業誘致を進めている犬飼・初田地区では、用地単価の設定など、関心を寄せる

企業の立地に向けた条件整備を進めます。また、中央地区は「農都の森」として引

き続きＰＲを行い誘致活動に取り組みつつ、地元と協議しながら、どうしても企業

用地として誘致が困難と認められるときには、他用途への転換について模索、検討

します。 

（４）起業支援 

にぎわいの創造による地域活性化や定住促進、空き家・空き店舗などの利用促進

を目的として、平成２４年度から、市内で起業する方に対して、店舗の改装費や事

業に必要な設備などの開業資金を助成する起業支援助成事業を実施してきました。

平成２６年度からは、篠山らしい食や特産を生かした起業にも支援枠を拡大し、平

成２９年度は８件の支援を行うことができました。そのうち４件は、空き家・空き

店舗などを活用したもので、黒豆や栗などの特産を生かしたカフェ、黒枝豆や山の

芋などを原材料に使用した篠山でしか作れない限定ビールを提供するビアバーな

どが新たに開業されました。 

   平成２４年度から平成２９年度までの６年間で４３件の起業支援を行っており、

そのうち空き家・空き店舗などを活用した起業が２７件、特産を生かした起業が２

０件、そして、起業を機に篠山に移住されたのが２２件となっています。 

   そこで、平成３０年度からは、起業支援助成事業を拡充し、ＵＩＪターンによる

起業や空き家・空き店舗などを活用した起業に対して、それぞれ２０万円（開業資

金の３０％を上限）を上乗せして助成することにより、起業による地域活性化と併
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せ、さらなる定住促進と空き家・空き店舗などの解消につなげます。また、平成２

９年度に作成した起業者や助成制度などを紹介した「移住・定住ガイドブック」な

どにより、起業希望者への積極的な情報発信を行うとともに、商工会と連携し、き

め細やかな相談体制を整え、市内での起業をしっかりとサポートしていきます。 

（５）商店街の振興・おもてなしリフォーム助成 

商店街については、観光客の増加に伴い、これまでからの商店街の顔に、カフェ

やレストラン、雑貨店などといった新しい顔が加わり、カップルや若い女性観光客

の姿が多く見られるようになってきました。今後は、商工会や商店街連合会などと

連携しながら、篠山を訪れる観光客が立ち寄ってみたくなるような雰囲気づくり、

観光客をあたたかく迎え入れられるような環境整備を行います。 

   平成３０年度は、「おもてなしリフォーム助成」制度を新設し、お店の改装を希

望される方で、お客さんを誘い入れるような町並み景観に合った改装を行う方を対

象に、事業費の一部（対象事業は通りに面したお店の玄関部分の改装で、２０万円

を上限）を助成します。 

   また、お客さんが、立ち寄りやすいお店とするために、①挨拶の表現（植物の花 

鉢等）②いらっしゃいという表現（のれん、照明、ベンチ、縁台等）③買ってくだ 

さいという表現（看板、メニュー展示等）などが大切だとされますので、これらの 

おもてなしの店づくりのための補助制度を新設します。 

 さらに、ちょっと一休みしたり、ゆっくり買い物が楽しめるよう、お店の前や空 

きスペースなど商店街の適所に、篠山産材を使用したベンチを設置し、訪れる方に 

安らぎを与えるような空間づくりを進めながら、賑わいあふれる商店街づくりを目 

指します。 

（６）伝統産業の振興と「日本遺産」丹波焼の魅力発信 

   丹波焼は、全国にその名を誇る篠山市を代表する伝統産業であり、平成２９年４

月には、「きっと恋する六古窯－日本生まれ日本育ちのやきもの産地－」というテ

ーマで「日本遺産」に認定されました。この認定を受け、平成２９年６月には、６

市町と六古窯の産地組合等関係者で「六古窯日本遺産活用協議会」を結成し、現在、

６つの産地を共通のテーマでＰＲするため、ホームページやＰＲ映像、パンフレッ

ト、看板などの作成を進めています。『六古窯のぐい呑みセット』をふるさと納税

の返礼品にするため、試作品を作り、商品化に向け検討を行っています。平成３０

年度は、６市町で六古窯共通のＰＲ事業を継続します。 

また市内の子どもたちが、丹波焼への理解を深めるために、陶芸体験の機会をつ
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くります。さらに、丹波焼の里をＰＲする大型看板も設置し、産地の魅力を市内外

に向け発信していきます。 

   丹波焼の里の中核施設である立杭陶の郷については、窯元横丁の屋根を全面改修

するとともに、老朽化したテニスコートを廃止して公園化を計画しています。平成

３０年度は、フェンスやネットなどを撤去するほか、景色を遮っている高木の伐採

などを実施します。施設内のお祭り広場からテニスコート、登り窯につながる一帯

の公園化計画については、丹波立杭陶磁器協同組合や地元関係者と十分協議しなが

ら進めていきます。 

   また、日本三大杜氏の一つである丹波杜氏をさらに知っていただくため、丹波杜

氏酒造記念館の展示や映像などのリニューアルを平成２８年度、平成２９年度で行

い、魅力アップに努めてきました。今回のリニューアルにより、案内や映像が英語

対応になり、外国人観光客が施設を訪れる姿も見られるようになりました。 

今後は、杜氏組合や市内の酒造会社と連携しながら、見学や体験ができる施設と

して国内外に情報発信していくほか、地酒や酒造りの伝統、匠の技をＰＲしていき

ます。 

（７）住宅リフォーム助成 

市内建設業者の受注機会を高め、市内産業の活性化と市民の生活環境の向上を図

るため、市民が市内の建築業者を利用し、個人住宅のリフォームを行った場合、経

費の一部を助成しています。助成額は１件につき最大１０万円で、平成２９年度は

１２０件に助成しており、工事費は合計で約１億６，０００万円（平成３０年３月

見込み）に達しています。 

   この住宅リフォーム助成は平成２４年度から実施していますが、毎年度、募集枠

（１２０件）を超える応募があり、市民に浸透した助成制度となっていますので、

平成３０年度も引き続き実施します。また、平成２９年度から、篠山産材を使用し

てリフォームする場合の助成枠を新たに設け、１４件の助成という結果でしたので、

篠山市建築協会や兵庫土建一般労働組合篠山支部などへの周知を積極的に行い、篠

山産木材の活用についても一層推進していきます。 

（８）観光、外国人観光客の誘致推進、丹波篠山まちのコンシェルジュ 

篠山市は、京阪神などの大都市圏に近く、ＪＲ、高速道路の交通利便性に優れて

いること、さらには、デカンショ節、丹波焼の２つの「日本遺産」認定と「ユネス

コ創造都市ネットワーク」加盟により注目度が高まり、１年を通じて多くの観光客

にお越しいただくようになり、平成２９年度（４月～９月）の観光客入込数は約８
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５万６，０００人で、前年度の同時期（約７９万７，０００人）に比べ７．４％の

増となっています。 

今後、さらに日本全国から、そして、世界各国からもお越しいただけるよう、丹

波篠山観光推進協議会が中心となり、丹波篠山観光協会、篠山市商工会など関係機

関と連携しながら、具体的なアクションプランも盛り込んだ「丹波篠山観光ビジョ

ン（仮称）」の策定を検討します。 

篠山市の観光の特徴は、日帰りが中心で滞在時間が短いことから、今後、１日ゆ

っくり滞在していただけるよう、戦略的に取り組みます。 

そこで、歴史、自然、田園景観、文化など、市内の有形無形の資産を観光資源と

してとらえ、歴史や源義経の道を訪ねるコース、篠山・福住の伝建地区コース、花

・桜・紅葉の名所コース、日本遺産を訪ねるコース、農業や陶芸体験コース、温泉

めぐりコース、篠山のグルメを愉しむコースなど、訪れる世代や目的に沿った、き

め細やかな魅力あるコースをつくり、宿泊もしていただき、日本遺産のまち丹波篠

山を満喫いただけるようしていきます。 

また、今田地区では、地域内の観光資源を活かした独自の観光プラン作成に取り

組んでおられますので、今田ネットワーク委員会と連携しながら、今田地区と城下

町地区を周遊・体験するコースをつくるなど、１日、篠山市に滞在いただけるよう

取り組みます。 

さらに、最近、サイクリングで篠山を訪れる方が増えており、観光施設などにサ

イクリングスタンドの設置や、地元愛好家に協力いただき、サイクリングツアーを

開催し、新たな観光客の呼び込みにも取り組んでいきます。 

外国人観光客の誘致に向けては、現在、ホームページ・観光パンフレットともに

３カ国語（英語・中国語・タイ語）で情報を発信しています。平成３０年度からは、

文字による観光情報を充実させるほか、丹波篠山の絶景写真やユニーク映像の作成

など、写真や映像を通じて、外国の皆さんが興味を持っていただけるよう取り組み

ます。 

外国人観光客の受入については、平成２９年９月、市内在住の外国人や縁のある

４人を「丹波篠山まちのコンシェルジュ」に委嘱し、意見交換や市内のまち歩きを

通じて、外国人ならではの貴重なご意見をいただきました。平成３０年度は、それ

らのご意見をもとに、案内板の英語表記、絵柄などによるサインの作製、観光・宿

泊施設での対応マニュアルを作成するなど、受入体制を整備、充実させていきます。

さらに、観光・文化施設など２０カ所程度に公衆無線ＬＡＮ（無料Ｗｉ－Ｆｉ）を
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整備し、国内観光客だけでなく、外国人観光客にも訪れやすい環境を整えます。 

篠山市には、観光客にも気軽にあいさつができるなど、あたたかいおもてなしの

土壌があります。平成２９年度から、丹波篠山おもてなし事業に取り組んでおり、

２回開催したおもてなしセミナー、今田地区・福住地区でのまち歩きでの意見や提

言を取りまとめ、丹波篠山のおもてなし風土にさらに磨きをかけ、日本一のおもて

なしのまち丹波篠山をめざします。 

（９）宿泊施設の振興と民泊事業 

   市内には、老舗旅館をはじめホテルや農家民宿、コテージなど３０近い宿泊施設

があります。平成２８年度の観光客の約９３％が日帰りで、宿泊の割合は少ない現

状にあります。ホテルルートイン出店の計画も具体化していく中で、全国的にも脚

光を浴びている篠山城下町ホテルＮＩＰＰＯＮＩＡも含めて滞在しやすい条件を

整えていきます。 

滞在時間を延ばし、ゆったりと観光していただくためには宿泊は重要な要素であ

ることから、平成２９年度は、旅館組合と連携し、株式会社ＪＴＢや近畿日本ツー

リストなどの旅行会社や、宿泊サイト会社（じゃらん）を招へいし、宿泊客増加に

向けた研修会を開催しました。平成３０年度は、ネットを活用したＰＲをさらに進

めるとともに、宿泊施設そのものの魅力アップに対して新たに支援していきます。

具体的には、市内の宿泊施設でバリアフリー化も含めた増改築や備品購入をされる

方を対象に、増改築の場合は事業費の２分の１以内で２５０万円を上限に、また、

備品購入の場合は購入費の２分の１以内で１００万円を上限に助成を行います。 

   それぞれの宿泊施設がサービスの向上に取り組み、快適な宿泊環境を整えること

により、篠山のどの宿泊施設に滞在しても、ゆっくりと丹波篠山の良さを感じなが

ら過ごすことができる取り組みも旅館組合と協議をしながら進めていきます。 

   また、民泊事業については、平成２９年６月１６日に「住宅宿泊事業法（民泊新

法）」が公布され、平成３０年６月１５日から、法律に基づき事業が開始できるこ

とになっています。民泊は、兵庫県知事への届出だけで事業が開始できることとな

り、空き家・空き部屋の有効活用により地域経済の活性化や賑わいの創造につなが

り、移住・定住の可能性も高まるものと考えています。特に、比較的宿泊施設の少

ない農村地域において民泊施設ができれば、地域活性化の起爆剤にもなりますの

で、既存の起業支援助成制度を活用して、民泊事業の開業資金について一部助成を

行います。 
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（10）ホテルルートインの出店計画  

平成２９年の２月にホテルルートイングループの永山勝利会長から、「篠山を訪

れ、古い町並みや景観がまとまって残っていることに大変驚いた。他にはない、丹

波篠山に惚れた。日本の景観に合ったデザインで自然を大切にした庭や木造の低層

建築のホテルの出店を進めており、ぜひ丹波篠山の景観に調和するホテルを建設し

たい」と篠山市への出店の思いを伺いました。出店を希望されているのは、西日本

ＪＲバス株式会社から市営駐車場として賃借をしている小川町・河原町の土地です。 

出店により、地元での雇用の創出やこれまで課題であった宿泊観光客の増加につ 

ながることから、市としても出店の意向と支援の要望を受け、ルートイングループ

との意見交換会を実施し、他の出店都市の支援策の調査や旅館組合、地元自治会、

ＪＲバスと協議を進めてきました。ようやくルートイングループとＪＲバスとの土

地の賃貸借交渉の合意の目途が立ったことから、出店に向けて開発等の申請手続き

を進められる予定で、順調に進めば、開業は平成３１年度の予定です。市の支援策

としては、これまで取り組んできた企業誘致にかかる優遇措置と新たに水道料金に

対する奨励金を予定しており、市内宿泊施設への魅力アップ補助制度と合わせて宿

泊観光客の増加を図ります。 

（11）丹波篠山観光ステーション（仮称）の整備 

   ＪＲ篠山口駅内の西側には「篠山口駅観光案内所」があります。 

   平成３０年度は、国の地方創生推進交付金を活用し、この「篠山口駅観光案内所」

と正面のエレベーター周りのスペースを改修し、観光客を迎え入れるための拠点施

設「丹波篠山観光ステーション」（仮称）として整備します。観光ステーションは、

平成３０年１０月オープン予定で、「篠山口駅観光案内所」が現在行っている事業

に加え、関西圏や首都圏の旅行業者などに対する旅行プランの提案やプロモーショ

ン事業、個人旅行者に対する旅行相談や提案、外国人観光客に対応します。 

   また、駅の改札口から東西出口に向かう自由通路で、観光、イベントや食の情報

などをデジタルサイネージで提供するとともに、外国人観光客が駅から目的地まで

迷うことなく行けるよう、外国語表記による分かりやすいサインも設置します。 

（12）駅レンタカー事業 

   ＪＲ駅レンタカー事業は、全国約２６０の駅で実施されており、兵庫県内では伊

丹や豊岡など９つの駅で実施されています。 

   篠山市においては、ＪＲ篠山口駅から篠山城下町地区までの交通の便はある程度

確保されていますが、それ以外の目的地に行く交通の便が少ないので、この駅レン
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タカー事業をうまく活用するため、「丹波篠山観光ステーション」（仮称）の開所

と合わせ、取り組んでいきます。 

 

 ̮Ȇȏǋ Ḩ Ǭǖȑ 

厳しい財政状況ではありますが、住みよい生活基盤の確保に努めていきます。 

（１）道路・橋りょう・河川・法定外公共物  

道路、橋りょう、河川は、安全・安心を確保するため、予防的な保全を行うメン

テナンスサイクルの考え方を基本とし、「道路・舗装維持管理方針」、「橋梁長寿

命化修繕計画」および「ささやまの川・水路づくり指針」に基づいて、長寿命化と

コスト縮減を図りながら、効率的かつ効果的な維持管理と計画的な修繕に努めます。 

道路については、安全・安心な道路ネットワークの維持管理と計画的な修繕に加

え、日常の道路点検による修繕箇所の把握や自治会からの要望に基づいて、緊急性

と必要性を考慮しながら年次計画で取り組みます。特に舗装の新設や道路改良に関

する要望は、採択要件と評価基準に照らし合わせて事業実施の必要性を判断し、市

道谷山丸山線（谷山）、市道小立垂水線（小立）、市道野々垣西荘線（野々垣）、

市道福井観音２号線（曽地中）、市道磯の宮曽地口線（曽地口）、市道西阪本木之

部線（西阪本）の６路線の部分的な改良工事に取り組みます。 

国庫補助道路整備事業については、通学路の安全対策として、これまでからＰＴ

Ａ等からの要望に対して、県、学校、警察、市で構成する「通学路交通安全推進プ

ロジェクト会議」において安全対策を検討し順次整備を行っており、要望のあった

市道味間旧国道２号線のカラー舗装を実施して、安全確保や環境整備に努めます。 

集落内および集落間を結ぶ市道でも、実質的には農道として利用されている場合

には、通り抜け車輌による交通事故を防止し、農耕者や通学者、歩行者の安全を図

るため、注意喚起看板や交差点部のカラー舗装、段差舗装などを整備して、通過交

通の抑止を図る「集落くらしの道」モデル事業を自治会の理解を得ながら取り組み

ます。 

橋りょうについては、道路法の改正にともなう調査点検業務を年次計画で進める

とともに、平成２３年度に策定した「橋梁長寿命化修繕計画」に基づき、上河原橋

（川北）、村雲橋（向井）、うとぎ下橋（福住）、般若寺橋（般若寺）、小枕北旧

県道１号橋（野中）の橋りょう修繕工事を行って安全確保に努めます。 

平成２９年９月と１０月に襲来した台風１８号並びに台風２１号よって被災し
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た、道路、河川等の災害の早期復旧に努めるとともに、国指定重要文化財妙見堂（藤

坂）への参道が崩壊しており、普通河川藤坂川の復旧と併せて工法を検討します。 

また、地域から要望が出されている黒田地内のバイパス、飛曽山峠の改良、鼓峠

の改良、城東トンネルの改良などについては、地域とともに、国・県に対して要望

を続けていきます。 

河川や国・県・市道の草刈りについては、河川愛護や環境保全の観点から、地元

自治会に一翼を担っていただいています。これからも市と協働して魅力あるまちづ

くりを進めていただくため、引き続き取り組みを支援します。 

（２）ふるさとの川づくり  

河川については、「ささやまの川・水路づくり指針」や「生物多様性ささやま戦

略」に基づき取り組みます。 

地元要望などによる改修は、これまでのコンクリート構造物を多用してきた河川

や水路整備を控えて、篠山の美しい自然や生き物にやさしい川・水路づくりを市民

の理解を得ながら進めます。 

さらに、「ふるさとの川再生事業」としてコンクリート三面張りの水路を生物多

様性・多自然型護岸に改修した日置地区のモデル事業をはじめとして、小倉、初田、

川阪などで取り組みを進めています。 

平成３０年度は、市内２カ所において取り組みを進め、多紀連山のふもと、畑川

をモデルとして、魚類など調査したうえで、落差工や井堰に魚道などを設置するこ

とで、遡上しやすくし、生息域の整備を行います。 

法定外公共物の里道・水路の維持管理については、平成２７年度に創設した「ふ

るさとの水路整備事業補助金」の活用を市広報やホームページなどで紹介し、自治

会の整備に対する支援を行います。 

（３）公衆トイレ、公園整備 

   市民や観光客、外国人の方にも市内公衆トイレへ分かりやすく案内・誘導するた

め、篠山城跡周辺とＪＲ篠山口駅周辺において統一した表示看板のデザインに一新

しました。今後は、老朽化によって機器の取り替え等が必要な場合には、便器の洋

式化を図るなど、誰もが使いやすい公衆トイレとなるよう整備します。 

シャクナゲ公園は、４月に開催される「シャクナゲまつり」第２会場となってお

り、樹木の剪定や園路整備をはじめ、四季折々の花や樹木の植栽を年次計画で取り

組みます。自然公園をはじめ市内の公園施設については、定期的に清掃を行い、市

民が気軽に訪れる公園になるよう環境整備に努めます。 
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（４）ＪＲ篠山口駅周辺整備 

ＪＲ篠山口駅自由通路橋については、平成１０年に供用を開始していますが、橋

脚の根元部分の一部にさびが発生していることから、平成２９年度に長寿命化に向

けた修繕のための劣化調査を行いました。平成３０年度は調査結果に基づいた補強

補修工事を実施します。 

（５）公共交通 

公共交通の確保は、市民の暮らしを守るうえで欠かせないものであり、路線バス

を維持するための運行補助やコミュニティバスの運行、乗合タクシーの運行補助を

行ってきました。しかし、利用者ニーズの変化や免許返納制度の推進など、公共交

通に対する考え方が変わってきており、地区ごとの意見を踏まえ、より市民にとっ

て使いやすい手段となるよう抜本的な見直しを行う時期に来ていると判断し、公共

交通を再編します。 

   再編にあたっては、神姫グリーンバスをはじめとした路線バス、市が中心となっ

て行っているコミュニティバス、地区と市が協働して行っている乗り合いタクシー、

これら公共交通の空白地域や空白時間帯を地区の実情にあわせて地区住民組織が

中心となって行う市町村有償運送を駆使し、地区住民の皆さんの意向を尊重しつつ、

より利用しやすい手法を用いることとしました。 

具体的には、路線バスを原則維持しながら、現行７ルートのコミュニティバスの

４ルート（Ａ：西紀北、Ｅ：大芋～福住、Ｆ：城北～八上など、Ｇ：後川）を廃止

するとともに、残る３ルート（Ｂ：村雲～篠山、Ｃ：今田・古市～篠山、Ｄ：大山

・味間～篠山）を毎日運行に拡充します。コミバスや路線バスの減便に伴い公共交

通が空白となる大芋、後川、西紀北、西紀中の４地区において、地区住民による利

用者の送迎を行う市町村有償運送を新たに実施します。 

   あわせて、路線バスやコミバスなどを補うため、タクシーを利用した際の運賃の

一部を助成する、高齢者等タクシー料金助成事業を実施します。 

   なお、いずれの取り組みも、利用者や運行者の声を聴きながら、今後も改善を図

っていきます。 

（６）上水道 

水道施設統廃合事業については、平成２９年度に市内の配水区域の見直しを行い

ました。平成３０年度は城東地区を県水区域に編入するための加圧施設の詳細設計

を行います。 

配水管更新工事については、安定的に水道水を供給するため老朽化した配水管を
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順次更新しており、真南条地区２カ所・味間北地区・住山地区において、延長１，

０１０メ－トルの更新工事を行います。 

人口の減少などにより料金収入は減少していますが、現行の料金体制が維持でき

るよう財政の健全化に努めます。 

（７）下水道 

下水道処理施設統廃合事業については、宇土岩崎地区および味間北地区を丹南処

理区へ統合する汚水管路の接続工事に着手します。 

下水道処理施設の長寿命化事業については、住吉浄化センターの長寿命化実施設

計業務に取り組みます。また「ストックマネジメント計画」では、処理施設の資産

調査・劣化診断業務に引き続き、各設備の修繕・改築計画の策定を進めます。 

乾燥汚泥肥料「あさぎり乾肥」については、平成２９年度から竹チップを混合し

た肥料を製造・配布しており、引き続き希望者に配布します。 

下水道マンホールカードは、平成２９年度に篠山処理区のマンホールデザインが

採択され、８月の配布から約７００枚の申し込みがありました。引き続き、他のマ

ンホールデザインについても採択に向けて取り組みます。 

下水道事業の経営健全化については、平成３１年４月からの地方公営企業法適用

に向けて引き続き準備を進めます。 

（８）糯ヶ坪地区の浸水対策 

   糯ヶ坪地区雨水浸水対策については、平成２８年度に実施した基本設計および実 

  施設計に基づき、平成２９年度から公共下水道雨水浸水対策事業として、京口排水 

  ポンプ施設整備工事を進めており、平成３０年６月末までに完成するよう取り組み

ます。 

（９）市営住宅  

市内には２７団地、５０６戸の市営住宅があり、所得の低い方や高齢者世帯など

が安心して暮らせる住まいの提供や、若い世帯の定住促進などに大きな役割を果た

しています。平成３０年度は、篠山市営住宅長寿命化計画にもとづき、ヌーベル西

紀団地および福住団地の外壁等改修工事を実施し、また、次年度に外壁等改修工事

を予定する小多田改良住宅および菅改良住宅の設計業務を行い、建物の長寿命化と

入居者が生活しやすい環境を整えます。 

   また、耐用年数の経過や老朽化によって用途廃止を予定している住宅については、

退去済みの住宅を取り壊して、跡地の有効活用に取り組んでいます。平成３０年度

は、兵庫県と土地交換が完了した県営糯ヶ坪住宅跡地用地について、道路や水路、
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公民館用地などの分筆測量を実施して、売却等も含めた跡地活用が図れるように準

備を進めます。 

そして、南新町住宅については、残る２戸の入居者に対して、他の市営住宅への

移転に理解を得られるよう継続して丁寧に説明を行い、地域の活性化に繋がる跡地

の有効活用に向けて取り組みます。 

（10）市営駐車場 

丹波篠山を訪れる観光客の増加によって駐車場の需要も高まっています。城跡周

辺駐車場のうち、裁判所北駐車場、大手前南・北駐車場、交響ホール西駐車場、歴

史美術館前駐車場について、経年劣化している機械式ゲート機器の更新と、市役所

庁舎前駐車場の駐車枠を引き直します。 

（11）住宅耐震化の促進 

   篠山市では、大地震に備えて耐震性が低いと言われる昭和５６年５月以前に建築

された住宅について、耐震性の調査、診断を行なう簡易耐震診断を促進しており、

特に戸建木造住宅は診断費用を篠山市が負担して無料で実施しています。平成２８

年４月の熊本地震以降、診断を希望する方が増えているため、引き続き啓発活動に

取り組み耐震診断を推進します。  

   耐震診断の結果、耐震性が低い住宅を地震に強い住宅に改修される際は、耐震改

修計画策定費や建物全体の安全性を確保する耐震改修工事費の助成や部分的な改

修工事により耐震性を確保する簡易耐震改修工事の助成を実施して、市民の安全・

安心な暮らしの実現を図ります。 

（12）地籍調査事業  

地籍とは、土地登記簿上の一区画いわゆる一筆ごとの土地について、所有者や地

番、地目などの情報であり、地籍調査は、その一筆ごとの土地についての情報調査

と土地の境界と面積を測量するものです。これにより調査結果が法務局の登記簿に

反映され、土地の取引の円滑化や境界などのトラブルの防止につながるとともに災

害復旧や公共事業の際の手続きが進みやすくなります。全国の地籍調査の進捗率は

５２％、兵庫県では２５％ですが、篠山市では４．６％と進んでおらず、現在休止

をしている状況です。このため、山林と暮らしの結びつきが大きく薄れ、所有者の

高齢化など境界の情報もなくなりつつあることを踏まえ、山林の地籍調査の実施に

向けて、県や森林組合と協議を進めてきました。 

平成３０年度は、事前に森林境界明確化事業に取り組んだ高倉地区で、新たに山

林の地籍調査に取り組むこととし、事業規模に対する職員等の業務量や経費の確認
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も含めて、取り組みを始めていきます。また、地籍調査をきっかけとして山林に目

を向けていただき、間伐などの森林整備が進んでいくよう進めます。 

（13）携帯電話不通地域の解消 

今や携帯電話は日々の暮らしの中で欠かせない通信手段となっており、特に災害

時の緊急連絡手段として重要であることから、不通地域の解消は重要な課題です。 

篠山市の携帯電話のエリア整備については、これまで事業者による自主整備や辺

地債を活用した市事業を通じて多くの地域で通信ができるようになりましたが、居

住者が少ない地域ではランニングコストや事業採算性の面から事業者の自主整備

は困難となっています。 

現在、市内の集落単位で不通地域になっているのは、桑原河谷地区のみとなって

おり、市内全域での不通地域の解消に向けて、国や県の制度を活用したアンテナ施

設の設置を計画します。 

（14）篠山総合スポーツセンターのテニスコート改修工事           

篠山総合スポーツセンターは、昭和５５年１０月に兵庫県が整備し、平成１６年 

４月に篠山市へ移譲されました。以降、多くの市民の健康増進とスポーツ振興の 

場として利用されていますが、砂入り人工芝テニスコートについては、経年劣化に 

よる傷みが激しくなったため、平成３０年度スポーツ振興くじ助成金を活用して改 

修工事を行います。 

（15）今田グラウンド整備 

   今田グラウンドは、少年から大人まで幅広い層に親しまれる野球場として、また、

少年サッカーやグラウンドゴルフ場等として多くの市民にご利用いただいていま

す。平成２９年度にグラウンドの整備に関する要望書を市民団体からいただき、修

繕や改修の必要性があるため、平成３０年度に測量と設計業務を行い、平成３１年

度に、スポーツ振興くじ助成金を活用し改修工事を予定しています。 

 

 ̮ȆȏǋǯǚȔǶ ῇ⁸Ǭǖȑ 

  医療や福祉の充実に努めるなど、安心して住みよいところは篠山市をめざします。 

（１）地域医療、救急医療、看護師・理学療法士等人材対策 

学校法人兵庫医科大学と平成２０年７月１４日に締結した基本協定については、

平成３０年７月で１０年間の協定期間が満了することから、平成２９年度から協議

を重ね、大筋合意を得ることができました。合意をした基本協定では、引き続き、
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篠山市における地域医療の中核を担う病院として、市民が信頼し安心して医療が受

けられる病院であるとともに、小児科・産科の診療科目についても存続と充実、さ

らに新たな運営方針として、在宅医療や医療と介護の連携への取り組み、市民に対

する健康や介護予防に対する事業の実施などが加わりました。 

運営補助金については、現在９，０００万円ですが、医師確保をはじめ、地域医

療並びに在宅医療充実のため、特別交付税を財源に３，６００万円を増額していま

す。協定期間は７年間となりますが、兵庫県とも連携をしながら本協定の締結に向

けて取り組んでいきます。 

また、平成３０年度も兵庫医科大学ささやま医療センター、岡本病院、にしき記

念病院における病院間、そして、医師会と連携し、安心安全な医療に取り組みます。 

   重要な課題の一つである救急医療の体制整備については、７５歳以上の高齢者の

増加に伴い、平成２９年の救急搬送人員は、平成２８年の２，０１５人を上回る２，

０９１人となりました。そのうち市内医療機関への搬送率は、平成２８年の６５．

２％を１．３ポイント上回る６６．５％、搬送人員は平成２８年の１，３１３人を

上回る１，３９０人となりました。 

また、消防本部からの救急搬送要請に対する拒否率は、平成２８年の２０．６％

から１．５ポイント改善され１９．１％となり、市内の医療機関で積極的に救急搬

送を受け入れていただいています。ただ、脳疾患については、専門医の不足によっ

て、市外の病院に搬送せざるを得ない状況にあります。 

   引き続き、丹波地域の病院群と連携を図り、迅速な救急受け入れ態勢の充実に向

けて取り組みます。 

   次に、看護人材の不足を解消するための取り組みとして、平成２５年度から、看

護師等修学資金貸与制度を設け、現在まで２１人の学生に利用いただき、うち卒業

された８人は篠山市内の病院に就職されています。 

   平成３０年度からの新たな取り組みとして、高齢者が増加し、リハビリを必要と

する人が増えている現状を踏まえ、現在の保健師、助産師、看護師に加え、理学療

法士（ＰＴ）、作業療法士（ＯＴ）、言語聴覚士（ＳＴ）の３職種についても貸与

制度の対象となるよう拡充し人材の確保に向けて取り組みます。 

   また、平成２７年度から実施している市内の医療機関の産婦人科を守り、安心し

て市内で出産できるよう、市内の医療機関の産婦人科を利用しての出産に５万円を

助成する地域産科医療機関助成事業を引き続き実施します。 
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（２）国民健康保険および介護保険の健全運営  

国民健康保険は、法改正により、平成３０年度から兵庫県を単位とした保険制度

に改正され、県と市の共同運営になります。県は、財政運営の主体として安定的な

財政運営や効率的な事業運営の役割を担い、市は引き続き資格管理や保険給付、保

険税の賦課徴収、保健事業の取り組みなどの役割を担います。市民の皆さんに影響

が出ないよう、今後もしっかりと国民健康保険を運営します。 

平成２９年度に策定した「第２期データヘルス計画」および「第３期特定健診等

実施計画」に基づき、生活習慣病の発症や重症化を予防するため特定健診や、歯周

病健診の未受診者対策、日常生活が大幅に制限され医療費が高額な糖尿病性腎症の

重症化予防事業など、被保険者の健康増進に取り組みます。また、医療機関への適

切な受診や服薬の支援とジェネリック医薬品利用差額通知の発送など、医療費の適

正化に向けた事業に取り組みます。 

また、レセプト点検、保険税の納付向上に向けた口座振替の利用促進などに引き

続き取り組み、国民健康保険運営の安定に取り組みます。 

介護保険については、平成３０年度から、「第７期介護保険事業計画(平成３０年

度～平成３２年度)」に基づく取り組みが始まります。 

高齢化の進展とともに、要介護認定者や介護給付費が年々増加してきています。

介護保険制度の維持、介護保険財政の健全化と、今後ますます増加する介護サービ

スの需要に対応するため、高齢者の生活における様々な場面を適切に支え合う仕組

み（＝地域包括ケアシステム)を推進していきます。 

また高齢者の自立支援、介護度の重度化防止、医療・介護連携を推進し、地域包

括支援センターや介護サービス事業者、医療・福祉の関係者、そして地域や介護を

する家族と協力、連携して「我が事・丸ごと」の考えのもと、さまざまな課題に取

り組みます。 

平成３０年度は、介護サービスの充実に向け、看護小規模多機能型居宅介護１カ

所の整備を計画しています。また不足する介護人材の育成や資質向上のため、資格

取得の支援を開始します。 

介護保険制度の改正により、県から居宅介護支援(ケアマネジャーの事業所)にか

かる指定や指導監査の事務が移譲されます。ケアマネジャーは、介護サービスを受

ける際のケアプランづくりや介護を必要とする人や介護する人と直接ふれあう重

要な役割を担っていることから、研修や相談体制を充実させるとともに、リハビリ

職によるケアプラン点検を引き続き実施し、介護給付等の適正化に取り組み、介護
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保険の安定した運営につなげます。 

（３）健康づくり  

平成２０年度の健診制度の改正により、メタボリックシンドローム（内臓脂肪症

候群）の予防健診、いわゆる特定健診が始まって１０年が経ちました。全国的に「メ

タボ」の言葉は浸透し、篠山市の４０歳から５９歳の方で「メタボ」を知っている

人の割合も８６．９％と高くなっています。  

メタボは、特定健診でお腹の周りが大きい、つまり肥満に加えて血圧や血糖値な

どの検査の基準値を超えることで判定されますが、肥満のない方でも血圧や血糖値

などが高く、メタボと同じように心臓や脳血管の病気にかかることがわかってきて

います。このことから、国では、肥満のない方で、血圧や血糖値の高い方への保健

指導が検討されています。  

篠山市は、平成２９年度から、それを実証するための研究事業（循環器疾患・糖

尿病等生活習慣病対策総合研究事業：国立循環器病研究センター 厚生労働科学研

究費補助金）に参加し、丹南健康福祉センターでのセンター健診で、承諾の得られ

た方を対象に保健指導を実施しています。 

そこで、平成３０年度は、その研究事業のノウハウを活用し、肥満でない方（非

肥満者）で血圧、血糖値などが高かった方への保健指導を実施します。毎年行って

いるメタボ予防の健康セミナーに加え、６月に非肥満者で検査値が高かった方およ

び市民を対象にした「健康セミナー」を開催、また、センター健診時には、特定保

健指導を行うなど、新たな「非肥満者」という視点を取り入れた健康増進事業を行

っていきます。 

また、糖尿病性腎症重症化予防事業は、将来の人工透析の予防につながる大切な

事業です。この事業は、かかりつけ医師との連携が不可欠であることから、篠山市

医師会と十分に協議し、医師、看護師など医療機関対象者に向けての研修、また、

市民、対象者向けの「重症化予防セミナー」を開催し、予防啓発に努めます。 

   平成２６年度から全国に先駆け、中学１年生全員を対象にした「中学生ピロリ菌

検診」を実施し、精密検査で陽性となった中学生に対する除菌治療の費用助成も実

施しています。平成２９年度の受診率は９５．５％でした。平成３０年度も引き続

き実施し、早期治療につなげることで将来の胃がんリスクを減らし、胃がんゼロの

まちを目指します。 

乳がん予防について、現行の集団および個別検診に加え、平成２８年度から、ピ

ンクリボン運動に合わせて、秋にささやま医療センターで乳がん検診を実施してい
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ます。ピンクリボン運動とは、乳がん予防の世界的な普及啓発キャンペーンのこと

で、日本では１０月の第３日曜日を乳がん検診が受けられる日(ＪＭＳ＝ジャパン・

マンモグラフィ・サンデイ)と定めています。平成３０年度も秋の休日に乳がん検診

を実施し、検診の機会を増やすとともに、予防意識を高め、積極的な乳がん予防を

推進します。 

また、がん検診では、引き続き成人式での予防啓発を実施、子宮頸がん、乳がん、

大腸がん、肝炎ウイルス検診、胃がんリスク検診について節目年齢の検診対象者に

対して無料検診を実施し、がん予防に取り組みます。 

食育では、平成２９年度末に「第３次食育推進計画（平成３０年度～平成３４年

度）」を策定予定です。第３次では、篠山米のごはんを中心とした基本的な食事の

習慣の確立や学校給食における地元農産物の活用、口腔の健康づくりの更なる推

進、また、日本遺産認定を受けて、デカンショ節に唄われている篠山の郷土料理を

丹波焼とともに楽しみ、豊かな食文化を継承することなどを盛り込みました。 

平成３０年度は、この計画を元に、関係機関が連携してさまざまな食育の取り組

みをさらに推進します。篠山の食文化の伝承では、平成２８年１２月にいずみ会と

協働して作成した「子どもたちに伝えたいささやまの郷土料理」レシピ集改訂版を

活用し、篠山の豊かな食文化を、未来を担う子どもたちに伝えていきます。 

また、食育推進事業の集大成である第８回となる「篠山市食育推進大会」を開催

し、関係機関の連携を深め、市民に食育の大切さを啓発し、さまざまな食育推進事

業を通して「食と農の都」を目指します。 

（４）高齢者福祉の充実と介護予防 

平成３０年１月１日現在で市内の６５歳以上の高齢者の方は、男性６，０２２人、

女性７，８８２人、合計１３，９０４人と平成２９年から１３５人増え、高齢化率

は３３．０％となっています。そのうち７５歳以上の後期高齢者の方が半数以上を

占めており、高齢者がいつまでも元気で安全に安心して暮らせる地域社会づくりを

進めます。 

増え続ける認知症高齢者については、保健師や医師などの専門職がチームとなっ

た「認知症初期集中支援チーム」が、支援計画に基づいて支援し、適切な医療や介

護サービスが利用できるように取り組んでいます。この活動を充実させるためには、

市民のみなさんや関係機関から早期に相談をしていただくことが重要です。今後は、

活動の周知・啓発に努めます。 

また、平成２９年度は、モデル地区において、認知症の方に配慮した声かけや見
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守りが実践できるよう高齢者外出見守り模擬訓練を実施しました。平成３０年度も

道に迷った高齢者等を早期に発見できる仕組みとして、警察署や登録いただいてい

る民間事業所、地域住民の皆様と連携し「認知症高齢者等の見守り・ＳＯＳネット

ワーク」をさらに充実させ、多くの地区で見守り模擬訓練を実施します。 

そのほか、市内３カ所で開催されている、認知症の当事者やその家族、支援者な

どが気軽に集まる「認知症カフェ」を、誰もが参加しやすいように日常生活圏域（旧

６町：篠山・城東・多紀・西紀・丹南・今田）に１カ所の開催をめざし、この「認

知症カフェ」や「認知症サポーター養成講座」を通じて、市民のみなさんに認知症

について正しく理解していただき、認知症の当事者やその家族が安心して暮らせる

お互い様の地域づくりを継続していきます。認知症の正しい理解においては、文部

科学省も推奨しているように、小・中学生への「認知症サポーター養成講座」を多

くの学校で実施し、子どもたちに、思いやりや尊敬の心を育んでいけるよう、学校

関係者とも連携していきます。 

今後、認知症のある一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯が増える中、通院や買

物、金銭管理などの課題が増えてくることが予想されます。 

平成３０年度からは、新たな事業として「訪問理美容サービス事業」を実施しま

す。この事業は、清潔の保持や生活に張りを持ちながら、いきいきと在宅で過ごせ

ることを目的に、介護保険の要介護認定３以上の方と身体障害者手帳１級・２級の

所持者のうち下肢および体幹障害の方を対象に、自宅で散髪やカットを受ける際の

出張費を助成します。 

高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らし続けられることを目指し、社会福祉

協議会、地域包括支援センターとも協力しながら、市内の介護サービス事業所やボ

ランティアグループ、まちづくり協議会や自治会等と連携し、地域課題の解決に取

り組みます。 

介護予防事業では、地域包括ケアの基盤を担う地域づくりを進めるため、地域に

密着した事業展開として、１９のまちづくり協議会と事業所と市が協働して、デカ

ボー体操を取り入れた「地区いきいき塾」を実施しています。平成３０年度早々に

１９地区すべてにいきいき塾が立ち上がり、これで元気回復の場となる介護予防の

拠点が市内すべての地区に整います。参加者から「つまずかなくなった」「杖がい

らなくなった」などの声も多く聞かれ、介護予防の効果も上がっています。また、

設立後１年を経過した地区では「地区ミーティング」を実施し、関係機関が地域の

情報や課題を出し合って、より良い地域づくりにつなげていきます。 
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また、同時に「元気を維持する場」として、自治会単位の、住民主体でデカボー

体操を広める「いきいき倶楽部」の立ち上げと継続支援を行っていきます。平成３

０年１月末現在、３６カ所で立ち上がっており、平成３０年度は５０カ所をめざし

て支援を行います。 

（５）老人会組織の充実 

   平成２９年度は、９３の単位老人クラブ（４，９３５人）が篠山市老人クラブ連

合会に加入されています。 

   老人クラブでは、高齢期を楽しく、生きがいをもって、健康で自立した暮らしを

続けるために、身近な仲間と支え合いながら、「健康」「友愛」「奉仕」の活動に

取り組み、住みよい地域づくりを進めています。今後は、地域での「お互い様活動」

を推進する中心的な役割や介護予防への取り組みも期待されるところです。 

   これらの活動を実施される老人クラブに対しては、国県補助金以外に、会員数が

多いクラブに対する加算補助や、国県補助金の対象外である「会員数が少数の老人

クラブへの補助」を市単独事業として支援しています。加えて、今後は、社会福祉

協議会と連携しながら、老人クラブへのより一層の加入促進を図るため、「愛称」

の検討や、各自治会で市老人クラブ連合会に加入せず同様の活動をされている老人

クラブに対する支援策等を検討します。 

（６）権利擁護  

平成２３年に「ふくし総合相談窓口」、平成２７年２月に「高齢者・障がい者権

利擁護サポートセンター」を開設し、高齢者や障がい者への虐待や経済的困窮など

権利擁護に関する相談を受けています。  

相談件数は年々増加し、その多くは複雑な課題が重なり、相談者個人に対する福

祉的支援だけではなく、その家族に対しても様々な支援を必要とするケースが多く

なっています。 

このような複雑・多様化する相談に専門職が継続的に対応するため、平成２９年

８月から、法律職や福祉職で構成するＮＰＯ法人に「篠山市高齢者・障がい者権利

擁護サポートセンター」を運営委託しています。今後も、市民の皆様に、権利擁護

支援について関心を持っていただけるような周知啓発や研修会などを開催し、権利

擁護支援に関する人材育成にも努めていきます。 

（７）障がい者福祉  

   篠山市障がい者基本計画に掲げる「障がいのある人が安心して暮らすまち」を目

標に、平成２９年度に策定した「障がい者基本計画」と「第５期障がい福祉計画」
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をもとに施策を推進します。 

   平成２７年度に策定した「篠山市手話施策推進方針」に基づき、引き続き手話の

普及啓発やろう者の情報取得など、手話を必要とする人が安心して暮らせる篠山市

をめざします。平成２９年度に新たに開催した手話奉仕員養成講座（基礎編）の受

講者が、手話通訳者養成講座に進みやすくするため、ろう者との対話を重視した「ス

テップアップ講座」を引き続き実施し、手話通訳者養成に取り組みます。また、同

じく平成２９年度に実施した「手話サロン」や、市職員の手話を学ぶ機会として、

お昼の手話教室についても引き続き実施していきます。 

障害者総合支援センター「スマイルささやま」およびこども発達支援センターに

ついては、サービスを必要としている方の増加や多様化が進む中、利用者のニーズ

に応じた支援に引き続き取り組んでいきます。 

援助の必要な障がいのある方などが、災害の発生時や避難する時、パニックや発

作、病気等の緊急時など、手助けを求めたいときに活用できるヘルプマークおよび

ヘルプカードの普及について、平成３０年１月から交付申請の受付を開始している

兵庫県とともに、平成３０年度において取り組みます。 

平成１７年に作成したバリアフリーマップについて、主に障がい者の観光目的と

して利用されることを想定して、更新したマップをスマートフォン等で検索できる

よう市のホームページ上に掲載します。 

   障がい者の就労支援については、丹波障害者就業・生活支援センター「ほっぷ」

とともに地域で安心して働き暮らしていけるように支援します。また、市役所にお

いては、事務的軽作業を提供して就労訓練として受け入れる「すてっぷあっぷ事業」

を引き続き実施します。 

   障がい者の在宅生活支援では、人工透析治療通院費助成や各種手当、近年利用者

が増加している成年後見制度利用支援、移動支援、日常生活用具等の給付、手話通

訳や要約筆記などの支援事業に引き続き取り組みます。 

   交流事業や文化活動については、全国車いすマラソン大会や障害者スポーツフェ

スティバル、スポーツ教室、きらきら★カーニバル、とっておきの音楽祭などを引

き続き開催支援し、障がい者支援施策の充実に努めます。 

（８）生活困窮者、ひきこもり、自殺対策 

生活保護受給世帯は、平成３０年１月１日現在１６１世帯で、平成２９年同期と

比較して、２世帯の減少となっています。高齢者世帯が全体の約５５％を占めてお

り、無年金や年金だけでは生活ができない世帯の割合が高くなっています。失業な
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どで収入減となった世帯へはハローワークと連携した就労支援を行い早期の自立

をめざします。また、生活困窮者自立支援相談窓口による早期の相談を実施します。 

ひきこもり対策としては、ひきこもり支援検討委員会を中心に、ひきこもりに対

する理解や対応を学ぶ、「ひきこもり支援者養成研修」を開催し、理解者・支援者

を増やす取り組みを進めます。ひきこもり対策は、早い段階で関わることが重要で

あり、各関係機関・団体との連携強化や、ひきこもり相談員とともに、個別のケー

スに対応します。 

兵庫県の自殺者数は、平成２８年、１９年ぶりに１，０００人を下回る９２９人

となりました。篠山市においては、平成２８年は１５人、平成２９年は１５人を下

回ると見込まれますが、深刻な課題です。 

平成３０年度は、自殺対策基本法、自殺総合対策大綱を踏まえ地域の実態に応じ

た効果的かつ総合的に自殺対策事業を展開するため、自殺対策推進計画を策定し、

市における自殺対策の方針を示し、目標や重点施策を明確にします。またインター

ネットやスマートフォンから簡単にストレスチェックができる「こころの体温計」

の活用、“気づく、傾聴、つなぐ、見守る”という４つの視点での自殺予防対策研

修や「こころの健康フェア」の開催などを通して自殺対策に取り組んでいきます。 

（９）人権尊重のまちづくり、男女共同参画、多文化共生、外国人住民への支援 

篠山市人権尊重のあたたかいまちづくり条例に基づいて、命の尊厳や人権が尊重

され、すべての人が幸せを実感できるあたたかいまちづくりを進めます。 

   人権相談窓口の充実を図り、特にＤＶ相談や児童虐待など緊急を要する案件につ

いては、庁内はもちろん県、法務局や警察などの関係機関と連携を図りながら対応

していきます。 

   人権啓発事業は、平成２８年度に行った「人権意識調査」の結果を踏まえ、市が

開催する講演会やセミナーの内容に反映させ、さらなる市民の人権意識の高揚に取

り組みます。 

   各自治会での住民学習については、地域サポート職員制度を生かし、自主的・主

体的な学習会となるよう取り組みます。 

   また、平成３０年度は、平成２８年１２月に施行された部落差別の解消の推進に

関する法律を広く市民に理解いただき、部落差別を解消していくための啓発リーフ

レットを作成し、周知に努めていきます。また、近年のインターネット上の差別情

報や差別を助長する情報が安易に拡散する事案が増えているなか、篠山市において

もインターネット上の情報や書き込みに対してモニタリングを行い、悪質なものに
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ついては法務局等の関係機関と連携し、プロバイダー等に対して削除要請を行って

いきます。 

平成２７年８月に女性の採用・登用・能力開発等のための事業主行動計画の策定

を事業主に義務付ける「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」が成立

しました。 

   内閣府の男女共同参画本部では、社会のあらゆる分野において、平成３２年度ま

でに将来指導的地位に女性が占める割合を３０％以上とする目標が揚げられてい

ます。篠山市総合計画においても平成３２年度の市各種審議会、委員会への女性委

員の登用率を３０％と設定していますが、平成２９年度の目標値２５％に対して、

達成率は２３．２％となっています。 

   女性の活躍が進むことは、女性だけではなく、男女が共に仕事と生活を両立でき

る暮らしやすい社会の実現にもつながることから、男女の働き方、暮らし方、意識

の変革が進められるような講演会やセミナーの開催を行い、男女共同参画の推進と

女性が活躍できる社会づくりに、より一層取り組みます。 

   さらに、社会のあらゆる分野で、すでに参画している女性の紹介や、女性の社会

進出を応援するための情報提供を、“輝く女性応援ホームページ”（仮称）として、

篠山市公式ホームページ内に新設します。 

市内には、現在約６２０人の外国人の方が住んでいます。国籍・地域別の内訳と

しては、人数の多い順に、ブラジル、ベトナム、韓国・朝鮮およびフィリピンなど

となっています。それら在住外国人の支援を目的に、日本語教室の実施や、病院へ

の同行通訳、日常生活の相談など、きめ細やかな活動をされているＮＰＯ法人篠山

国際理解センターとの連携を密にして、外国人住民の皆さんが安心して生活できる

環境づくりに取り組みます。 

近年において市内企業による外国人雇用等の拡大により、特にベトナムからの在

住者は、平成２８年４月に約７０人でしたが平成２９年１２月には約２倍の１５０

人と急増しています。また、今後は介護福祉士を目指してベトナムから篠山学園（篠

山産業高校丹南校跡）に就学される方が増加する見込みであることから、平成３０

年度は、ベトナム語の生活ガイドブックを新たに作成し、市として受け入れ支援の

体制を充実させます。 

（10）事前登録型本人通知制度  

平成２５年４月から事前登録型本人通知制度を実施しています。この制度は、本

人等の代理人と第三者に戸籍謄本や住民票の写しなど証明書を交付したとき、事前
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に登録された市民等（本人）に証明書を交付した事実をお知らせし、不当な身元調

査などのために第三者等による不正取得の抑止を目的としています。 

平成２７年度、登録しやすい環境づくりに向けて、条例や規則の一部改正を行い

ました。続いて平成２８年度は、人権フェスタなどで臨時受付窓口の開設を行うと

ともに、各自治会において住民学習の際にチラシの配布や制度の説明を行いました。 

平成２９年度には、篠山市個人情報保護条例に「裁量的開示」条項を追加し、そ

れに伴い篠山市住民票の写し等本人通知制度に関する条例を改正し、篠山方式と言

えるような開示請求者の申出書と交付請求者の報告書を比較考量して、開示を判断

する仕組みを確立しました。また住民学習の際には、本人通知登録申出書の預かり

を行い、登録者の増加を図りました。その結果、平成２９年１２月現在の登録者数

は、１，０３０人となっており、今後も様々な方法を用いて、精力的に登録者数を

増やし、平成３２年度末に２，０００人の登録をめざします。 

（11）防災、業務継続計画（ＢＣＰ）の策定 

地域防災計画について、防災会議に女性委員の登用を促進し、女性視点を重視す

るなかで計画の修正を行うとともに、災害時要援護者への対応として、高齢者、障

がい者等を委員に登用し、福祉避難所のあり方等の防災対策の検討を進めます。 

自治会を対象としたいのちを守る防災マップづくり支援事業は、平成２１年度か

ら取り組みを始め、平成２８年度までに１４１自治会が防災マップを作成されまし

た。平成２９年度は、この１月までに５自治会で取り組まれ、合計１４６自治会で

実施していただきました。住民一人ひとりが防災と減災に対する知識を身につけ、

地域コミュニティの活性化や地域防災力の向上を図るために、平成３０年度も引き

続き未実施の自治会に呼びかけ、３６の自治会で取り組んでいただけるよう推進し

ていきます。 

各地区の防災訓練については、訓練経費に係る補助、訓練資機材の貸与などを行

いながら、訓練が積極的に行われるように支援します。 

また、行政が被災し資源制約下にあっても災害対応等の業務を適切に行うことが 

できるよう平成２９年度末に業務継続計画（ＢＣＰ）を策定する予定です。これに

基づき業務の執行体制や対応手順、継続に必要な資源の確保等を図っていきます。 

（12）原子力防災  

福島第一原子力発電所の事故による放射能汚染は非常に深刻で大きな被害をも

たらしました。 

篠山市は、大飯や高浜の原子力発電所から５０～７０キロメートルの距離にあり、
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兵庫県の放射能拡散シミュレ－ションでは、甲状腺被ばく線量が国際基準を大きく

上回る予測となっています。このことから、万が一の原子力災害に備え、市民の皆

さんの健康被害を少しでも軽減させるため、平成２７年度から全国に先がけ、原子

力発電所から３０キロメ－トルを超える範囲での安定ヨウ素剤の事前配布を行っ

ています。特に成長期の子どもに、安定ヨウ素剤服用の効果は高いとされています。

篠山市では、平成２９年度までの３年間で、市内全体では１３，１１９人、３１．

１％、３歳以上１３歳未満の子どもでは延べ２，６７３人、８０．１％の方に受領

いただきました。このことは、子どもを持つ世代の関心の高さも示しています。ま

た、アンケート調査結果から受領された６０％以上の方が受領前に比べて安心した

との回答をいただいており、この事業によって市民の皆さんの安心が一定高まった

と考えます。 

平成３０年度は、平成２７年度に受領された方の３年毎の更新時期を迎えること

から、更新者と併せてこれまでに受領できなかった方、特に３歳未満の乳幼児を対

象にゼリ－状安定ヨウ素剤の事前配布を行います。 

また、市民の皆さんに原子力災害に対する知識と理解を深めていただくためにさ

らに啓発を進めます。 

（13）消防、救急業務、大山コミュニティ消防センター（仮称）の建設  

平成２９年中の火災件数は２２件で、平成２８年より１件減少しています。ただ

し、野焼きによる火災が、昨年より４件多い９件発生しました。特に１月から５月

までの間に、野焼き（屋外焼却行為）が原因とする火災件数が多く、野焼きを禁止

する市広報紙の掲載や、自治会長への火災予防周知の依頼、消防団によるパトロ―

ルを実施した効果により件数が減少しました。今後とも野焼きの禁止広報に努めま

す。 

地域防災の中核を担っている消防団においては、団員の定数確保に努めるととも

に、消防本部と消防団の連携をさらに深め、研修会の開催をはじめ、合同訓練の実

施や消防学校での研修に参加し、災害への対応力を高めます。また、平成３０年度

から１０人の女性消防団員の任用を予定しており、女性の視点を生かして、市民の

安全・安心を守るために火災予防に関する啓発活動等での活躍を期待しています。 

消防施設の整備では、油井地内に消防団詰所兼車庫の新築、小型動力ポンプ積載

車４台の更新、宇土地内において防火水槽の新設を行います。また、地域防災力を

強化するために消防防災およびコミュニティの拠点施設として大山コミュニティ

消防センター（仮称）の建設に取り組みます。 
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消防本部としては、消防活動体制の充実には専門的な知識と技術を習得すること

が不可欠であるため、消防学校の初任教育をはじめ救急科、救助科、特殊災害科、

山岳救助研修等に入校させるとともに、幹部教育として中級幹部科、上級幹部科に

も入校させ組織力の向上を図ります。 

救命率の向上に大きく貢献できる救急救命士を常時救急車に２人乗車できる体

制を確保するため、昨年度に引き続き１人を養成します。 

また、気管挿管およびビデオ喉頭鏡の認定取得のため、各１人が市内病院で実習

を行います。さらに、薬剤認定救命士（２４人）の中から４人を県消防学校に派遣

し、処置範囲拡大２行為（心肺停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び血糖値

測定・ブドウ糖溶液の投与）講習を受講させ認定救急救命士を養成します。 

平成１９年度に購入した高規格救急自動車は、購入から１０年が経過し、２２万 

キロ以上走行しているため、更新計画に基づき更新します。購入する車両には最新

式の観察機器等を積載しており、増加する救急出動に対応します。 

住宅防火対策の推進は、地域での講習会や消防訓練時に、新たに誕生した女性消 

防団員と連携し、女性目線によるきめ細やかな住宅防火を訴えるとともに、引き続

き住宅用火災警報器の設置や取り替えの推進にも取り組みます。 

また、地震後の通電火災の出火防止を目的とした感震ブレーカーの設置について

も広報に努めます。 

春と秋の火災予防運動期間中には、電気事業者、ガス事業者と連携して高齢者宅 

の火気器具の取り扱いなどを点検する住宅防火診断を実施し、火災から高齢者を守

り、安心して暮らせるまちづくりに取り組みます。 

（14）防犯、防犯カメラの設置  

平成２９年中の刑法犯数は２３２件で、昨年と比較して約１５０件の減少、さら

に、ピーク時である平成１４年の９７４件と比較すると大幅に減少しています。こ

れは、防犯協会、地域の防犯グループや地域の方々の地道な活動努力の成果です。   

 また、市内公共施設５カ所（篠山市民センター、四季の森生涯学習センター、丹

南健康福祉センター、篠山城跡三の丸広場、篠山城跡三の丸西）の駐車場に、それ

ぞれ２台の防犯カメラを設置したことも犯罪件数の減少に効果があったと考えら

れます。 

 平成３０年度も引き続き、市民生活を脅かす犯罪から市民を守るため、篠山警察

署、防犯協会および地域の防犯グループなどと連携し、安全・安心なまちづくりに

取り組みます。 
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 また、地域で取り組んでいただいている防犯活動をより一層効果的なものとする

ため、犯罪抑止力の向上に役立つとされている防犯カメラの設置や防犯用品の更新

などに対し引き続き補助を行うとともに、ＪＲ篠山口駅東口広場および西口広場に

新たに防犯カメラを設置します。 

（15）ごみのポイ捨て、不法投棄の防止 

平成２８年度にごみの不法投棄、ポイ捨てをなくすため、丹波篠山ふるさと大使

で吉本新喜劇の篠山市出身お笑いタレント・森田まりこさんをモデルにした看板を

作成しました。平成３０年度は、その看板を大きくし、インパクトある内容を検討

し、不法投棄が多い場所へ設置個所を拡大し、不法投棄のない美しい篠山をめざし

てさらに取り組みを進めます。 

平成２８年４月１日から篠山市ポイ捨て等及び路上喫煙防止条例を施行してお

り、ＪＲ篠山口駅周辺と篠山城跡周辺の路上喫煙禁止区域では、毎月、環境推進委

員による啓発と指導を引き続き実施します。 

（16）ごみゼロの市役所、ごみ減量と「ゴミ博士」 

平成２９年度から 「ごみゼロの市役所」の取り組みに本格的に着手し、全職員が

協力してごみの資源化、リサイクルをおこなっています。この結果、燃えるごみが

大幅に減少し、市役所の本庁、各支所などの可燃ごみ袋の年間使用枚数が平成２７

年度の約１万７，０００枚から平成２９年度は約８，５００枚になり５０％の削減

ができました。平成３０年度は３，４００枚まで８０％減らすことを目標に取り組

みを強化します。 

また、住民学習会や出前講座に清掃センター、市民衛生課の担当職員が「ゴミ博

士」として出向き、ごみ分別の詳しい説明をして家庭、事業所から出る燃えるごみ

の減量化に努めます。 

さらに、家庭で発生する生ごみから堆肥をつくり、家庭菜園や畑に利用ができる、

ダンボールコンポストを広め、家庭から出る生ごみの減量化にもつなげていきま

す。 

（17）環境にやさしい「マイバッグ運動」の推進 

篠山市清掃センターは稼働して１６年目を迎え、老朽化対策として平成３０年度

と平成３１年度に、２炉ある焼却炉の内１炉を交互に延べ約１１カ月間休止し、基

幹的改修工事を実施します。この間は、清掃センターに搬入されるごみの一部を、

多くの費用をかけ市外事業所で焼却を行うことになります。そのため、焼却費用を

抑制するために、ごみ減量に取り組まなければなりません。 
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市民のみなさんには、家庭で発生するごみを減らしていただくとともに、これを

機会として、スーパーなどへ買い物に行かれる際には、買い物かごや手提げ袋を持

参する「マイバッグ運動」への協力を推進します。また、食料品販売等の事業者の

方にもレジ袋削減の協力依頼を行います。 

（18）残さず食べよう！３０・１０運動 

まだ食べられる状態にもかかわらず、廃棄される「食品ロス」は全国で年間６３

２万トンもあるといわれています。宴会などで多くの料理が残され、これらが廃棄

されてしまうことは、とても「もったいない」ことです。篠山市では全国にも広が

りつつある、宴会のはじめの３０分間と終わりの１０分間は自席で食事を楽しむと

いう「３０・１０運動」を進めるため、平成２９年度に啓発プレートとポスターを

作成し、協力していただく飲食店等に配付し、平成３０年度には訪問活動等により、

さらに協力店を増やし、運動の拡大をしていきます。 

（19）交通安全、消費生活相談  

平成２９年中の市内での人身交通事故は１８５件発生し、平成２８年と比較する

と８件増えています。そのうち、死亡事故は６件（６人）で、平成２８年から４件

（４人）増加しました。悲惨な交通事故を防ぐため、引き続き、篠山警察署や交通

安全協会など、関係機関と連携しながら交通安全の啓発に取り組みます。特に、通

学路の安全対策について、小学校や中学校等の保護者からの要望を受けたときは、

警察や兵庫県等の関係機関と協議、現地確認のうえ、子どもを事故から守る対策を

確実に実施します。また、暗い夜道を原因とする犯罪や事故などを防止するため、

必要に応じて防犯灯や街路灯の設置を進めるとともに、学校周辺などの範囲を定め

た交通安全対策として、ゾーン３０規制の設定やガードレール、カーブミラー等に

ついても整備を進めます。 

消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどに対応するため、庁舎内に消費生活

センターを設置し、専門の相談員が解決に向けた助言や情報提供などを行っていま

す。マイナンバー制度に便乗した不審な電話に関する相談など、最近の相談内容が

多様化・複雑化しているため、今後も引き続き、消費生活相談員の能力強化に努め

ます。 

また、平成３０年度は、健康講座「お試しクラブ」に消費生活相談員が出向き、

消費生活情報の提供や周知など出前講座の充実を図り、被害の未然防止・拡大防止

に努めます。 
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（20）市営斎場  

市営斎場については、深い悲しみのなかで故人を偲ぶとともに、別れを惜しむ人

生終焉の場にふさわしい尊厳と格調を保ち、市民の皆さんに深い安らぎを感じてい

ただけるよう取り組みます。また、住民サービスのより一層の向上を図り、効率的

・効果的な管理運営を行うことを目的に、指定管理制度の導入について調査研究を

行い、検討を進めます。 

平成２９年３月に開所した「ペット告別所」については、現在まで約１８０件の

ペットを受け入れ、大変良い施設ができたと好評を得ています。今後も飼い主の方

がより心癒される場所となるよう取り組みます。 

 

 ₳ ₴↓ǵȵɱɚɩ˗  

（１）「日本遺産のまち、ユネスコ創造都市」推進           

   篠山市は、平成２７年４月に「丹波篠山デカンショ節－民謡にのせて歌い継ぐふ

るさとの記憶」、平成２９年４月には、丹波焼を含めた日本六古窯が「きっと恋す

る六古窯－日本生まれ日本育ちのやきもの産地－」として日本遺産に認定されまし

た。 

平成２７年度に設立された日本遺産推進協議会では、平成２９年度までに文化庁

の補助金を活用して、デカンショ館や啓発用道路看板等の設置、市民等への広報活

動や伝承者の育成などに取り組み、また、篠山市でも独自に補助金制度を設け、市

民の誇りを高め、篠山市への愛着を深めつつ、日本遺産のまち丹波篠山の周知を図

ってきました。 

   また、同じく平成２７年１２月に加盟が認められたユネスコ創造都市も世界に認

められたことを誇りに思い、篠山の豊かさに気付き、それぞれの立場で創造的な活

動を通じて、「暮らしに結びついた産業」の育成につなげていこうとする大きなき

っかけとなりました。 

   この二つの大きなタイトルは、ともに篠山市が育んできた伝統文化、自然や景観、

特産品や地域そのものを活かして未来につないでいこうとする点では共通してい

ますが、市民の皆さんに十分理解が進み、具体的な成果となって現れてきていると

は言い難いところが課題です。 

   そこで、これまで日本遺産魅力発信事業、創造都市推進事業として別々に取り組

んできた二つの事業を統合し、各種事業との関連性を持たせた施策の大きな柱とし
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て改めて位置付けます。特に、自然、歴史、人物、文学、風景などの地域資源や観

光ルートを結ぶルートとして設定を進めている「丹波篠山ロマン街道」事業や篠山

市の未来が一目でわかる「丹波篠山グランドデザイン」事業を日本遺産の取り組み

の一つとして位置付けて実施します。 

   日本遺産や創造都市の市民理解を深める取り組みについては、市民参加型のデカ

ンショ踊りや日本遺産構成文化財などを盛り込んだ日本遺産、創造都市の説明動画

を作成し、住民学習会でご覧いただき理解を深めていただくほか、大書院などの観

光施設で映写します。また、市民向け日本遺産巡りツアーを実施するとともに、市

民主体の日本遺産・創造都市のまちづくりへの支援、子ども向け読本の作成やホー

ムページの整備に取り組みます。 

   ユネスコ創造都市認定の大きな柱である「匠の技継承プロジェクト」では、丹波

篠山職人学校検討委員会（仮称）を設けて協議し、構成団体などの理解と合意を得

ながら「丹波篠山職人学校」制度を整備していきます。 

（２）景観まちづくり刷新支援事業  

   史跡篠山城跡を中心とした城下町の佇まいと、その周辺に広がる田園、農村風景、

山並みなどの景観が、先人、先輩の皆さんによって大切に保全されてきたことが全

国的にも高い評価を受け、平成２９年度に国土交通省において創設された「景観ま

ちづくり刷新支援事業」のモデル地区として、全国１０都市のひとつに「城下町地

区」が指定を受けました。 

   景観まちづくり刷新支援事業は、無電柱化や道路舗装の美装化、歴史的建造物の

外観修景、広場や駐車場の整備などを、東京オリンピック・パラリンピック開催の

２０２０年までの３年間で実施し、観光地としての魅力向上と観光客の増加を目指

すものです。 

   初年度の平成２９年度は、大正ロマン館の屋根および外壁の改修工事、青山歴史

村の長屋門屋根葺き替え工事を行ったほか、主に測量や設計業務を実施し、特に無

電柱化事業においては、関西電力やＮＴＴなどの電線管理者との整備手法の調整や

試掘調査、地元自治会との合意形成に取り組んできました。 

   ２年目となる平成３０年度においては、河原町通りと大手通りの無電柱化に向け

て、電力線や通信線を道路に埋設する電線共同溝工事に着手します。そして、大手

通りについては、現在の歩道の植樹等を撤去して歩行空間の拡幅を図り、大正ロマ

ン館の外構とあわせてベンチなどを設置して、篠山市のメイン通りにふさわしいに

ぎわい空間を創出します。 



- 56 - 

   また、篠山城跡と河原町地区とを結ぶ回遊ルートの景観向上を図るため、県道丸

山南新町線、市道西町前沢田線の舗装美装化工事を行います。また、市道城東線に

おいては、現在の歩道が狭小で起伏があるなど通行に支障があるため、現在の歩道

を拡幅して通学する児童をはじめ、観光客にとって安全で快適な道路空間に整備し

ます。 

   景観重要建造物の修理・修景は、大正ロマン館の中庭整備工事、青山歴史村の桂

園舎屋根葺き替え工事を行い、施設のさらなる魅力向上を図ります。 

   篠山城跡公園においては、城跡南側の旧市民グラウンド跡地について、外堀外周

道路からの城跡展望を開くため土塁の切り下げと樹木の間伐、ベンチの設置などに

より市民や観光客が憩える広場として整備を行い、あわせて堀周辺の桜の老木伐採

と新たな植樹を行います。 

   市営西町駐車場は、アスファルト舗装の機械ゲート駐車場へ工事を実施し、隣接

する竹林修景とあわせて城下町地区にふさわしい駐車場となるよう整備します。 

   また、アドバイザーとして、景観まちづくりのスペシャリストで、おもてなしを

意識したまちづくりで名高い東京大学の堀繁教授にかかわっていただきながら実

施することとしています。 

   景観まちづくり刷新支援事業が、城下町地区のみならず篠山市全域の魅力向上と

地域の活性化につながるよう、おもてなしのこころがいっぱいの日本遺産のまちに

ふさわしい丹波篠山の景観づくりに全力で取り組みます。 

（３）丹波の森構想３０周年 

昭和６３年８月、住民代表による「１００人委員会」が組織され、「丹波の森宣

言」が起草され、１，０００人大会で満場一致で決議されました。この丹波の森宣

言は、丹波地域全世帯と企業に配布され２１，６１６世帯の同意署名を得て採択さ

れました。 

丹波の森宣言を実現する指針として提案されたのが「丹波の森構想」で、丹波地

域を「丹波の森」と位置づけ、豊かな自然と伝統文化など地域の特性や資源を生か

しながら、人と自然と文化、産業の調和した地域づくりを住民、事業者、行政が一

体となって推進しようとするもので、前兵庫県知事の（故）貝原俊民氏が先見の明

をもって提唱され、井戸敏三知事に受け継がれました。 

篠山市が日本遺産のまちに認定されたのも、この構想による取り組みを続けてき

たことが大きく影響していると考えています。 

   平成３０年度は、構想の提唱から３０年を迎える年であり、これを機にもう一度、
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この丹波の森構想の理念に立ち返る年とします。丹波県民局、丹波市、財団法人兵

庫丹波の森協会とともに、①ロゴ・シンボルマークの作成 ②映像による丹波の森

の発信 ③シンポジウムの開催 ④丹波の里山づくり促進事業 ⑤恐竜化石フィ

ールドミュージアムイベントなどの共催事業を実施します。また、篠山市において

は、「丹波篠山ロマン街道」「丹波篠山グランドデザイン」「畑川をモデルとした

ふるさとの川づくり」「木製のモデル水路」「色どりの里山づくり」「獣害対策サ

ミット」など、３０周年事業の位置づけとします。 

 さらに、これまでの丹波の森づくりの進捗について、取り組みの経過と成果や課

題を取りまとめ、今後の方向性を検討していきます。  

（４）えきラボ、地域ラボ 

篠山市農村イノベーションラボは、平成２８年１０月の開設以来、就農、ローカ

ルメディア、里山林業、観光ツアーなどの分野で３期延べ５９人が受講しました。

既に１年間のプログラムを終えた人の中からは、農家レストランを目指して就農さ

れた方、映像制作に取り組む方など、７人の起業家が地域で活躍され、現役生も含

めると３３人が起業準備中です。また、こうした起業人材が地域で活動する場「地

域ラボ」も市内３カ所で開設準備が進んでいます。 

 平成３０年度は、農場経営、民泊、農産品、地域イベントをテーマに開講する  

するほか、修了生の起業支援を継続して行うなど、起業を通じた地域活性化の可  

能性を高めていきます。また、新たに開設する「地域ラボ」を定着させながら、他 

地区での設置について検討します。 

（５）全国の自治体、海外の都市との交流 

平成２３年度から、篠山市とゆかりのある自治体と災害時相互応援協定を締結

し、自治体間交流をはじめ市民間交流を推進しています。特に、平成２６年度には

愛知県犬山市と国内では初めてとなる姉妹都市提携を締結しました。また、平成２

８年度には愛媛県南宇和郡愛南町と国内で２都市目となる姉妹都市提携を締結し、

防災、教育、産業及び文化などの交流を深めてきました。両市町の交流のさらなる

発展につなげていきます。 

平成３０年度は、犬山市の日本ライン夏祭り花火大会にあわせて、篠山市の小学

生が親善大使として訪問し親交を深めます。また、平成２９年度から実施している

愛南町との小学生交流事業では、愛南町の小学生２０人を受け入れ、市内小学生と

ともに日本遺産にも認定された丹波焼の陶芸教室の体験や市内産木材を使用した

木工体験などを通じて交流します。海のまち愛南町から参加した子ども達に、緑あ
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ふれる山々に囲まれた篠山市の素晴らしさを知っていただき、良い思い出となるよ

うな事業を展開します。 

そのほか、引き続き、篠山市とゆかりのある秋田県大館市、山形県鶴岡市、千葉

県館山市、岐阜県郡上市、岐阜県高山市および高知県宿毛市の６都市に加え、平成

２９年度に災害時相互応援協定を締結した大阪府泉佐野市との交流についても、市

民交流活動を推進するため、事業者や市民団体等による物産交流、ＰＲ、視察や研

修など交流する経費の一部を補助します。 

海外の都市との交流については、昭和４７年に姉妹都市提携を結んだアメリカ合

衆国ワシントン州ワラワラ市との間で、平成２９年度は姉妹都市提携４５周年事業

として、市民訪問団の相互訪問と受け入れを実施して交流を深めました。今後も、

高校生による短期交換留学生の派遣と受け入れを継続して実施します。 

平成２７年、大韓民国慶尚南道山清郡から篠山市との交流を希望され、両市間の

交流を深めてきました。平成３０年度も、テニスなどのスポーツ交流を進めその支

援をしていきます。 

また、ベトナム・フエ市とは、平成２９年度の相互市長訪問を通じて交流の進展

を確認しましたので、平成２８年度に定めた「諸外国との都市間交流指針」に基づ

き、市民レベルでの交流も深めるなかで、市民交流都市提携を進めます。 

（６）市内高校の振興と市内就労の気運の盛り上げ 

   市内には、篠山鳳鳴高等学校、篠山産業高等学校、篠山東雲高等学校と、特色あ

る３校があり、それぞれの特色と魅力を維持しつつ、ふるさとを担う人材を輩出す

るよう、各高校と連携しながら取り組んでいきます。 

市外の高校に進学する生徒や高校卒業後に市外の企業に就職する生徒が増えて

いるため、流出する若年層の市内高校への進学と市内企業への就職を推進し、人口

減少を防ぎます。また、高校および企業の振興を図るため、篠山市高等学校振興・

応援検討委員会（仮称）を設置し、中学校、高校、ＰＴＡ、商工会、ハローワーク、

自治会等と連携して、市内の各高校の活性化に向けた支援の方策について検討しま

す。 

 

 Ǥǵ̀Ʋ► ǠȒ  

（１）篠山市の市名変更  

平成２９年２月、篠山市商工会、丹波篠山観光協会、丹波ささやま農業協同組合
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から篠山市の市名を「丹波篠山市」に変更するよう求める要望書が提出されて以降、

平成３０年１月末時点で１２団体から同様の要望書が提出されています。また、こ

れに反対の立場の要望書も提出されるなど、この１年の間に市名変更について、市

民の間でもさまざまな議論がなされており、非常に高い関心が示されています。 

市名変更を求める立場からは、「丹波や丹波篠山がどこを指すのか曖昧になって

混乱が広がっている。全国に通じる『丹波篠山』を市名にすることで、このブラン

ドを守り、そして農業や観光などで市外から多くの人を惹きつけ、資金や人材を呼

び込み、篠山市全体の活性化や未来のまちづくりにつなげたい」との目的から要望

書が提出されています。 

今後も市民の皆さんから意見を聴きながら慎重に検討していきますが、市民の皆

さんに判断材料を提供するため、市職員プロジェクトによって、市名変更が今後の

篠山市や市民にどのような波及効果をもたらすのかを調査しています。その結果を

踏まえて、議論を重ね、解決に向けて努力を尽くします。 

（２）清掃センター  

篠山市清掃センターは、平成１４年１２月の稼働から１６年目を迎え、基幹的改

修が必要となってきたごみ焼却炉等を中心に環境省の交付金を受け、総事業費約２

１億円で平成２９年度から平成３１年度末にかけて大規模改修を行います。現地工

事の１年目となる平成３０年度は、２炉ある焼却炉のうち２号炉１基を改修します。

この工事によって、耐用年数に達した主要設備を更新し、今後も安全に操業できる

よう機能を回復させます。 

   工事期間中は１炉だけのごみ焼却となり、処理能力が半減することから、市民の

皆さんに協力をいただきごみ減量に取り組むことで、清掃センター以外の処理施設

に委託する量と費用を減らせるように努めます。 

   また、周辺自治会との約束である平成３９年３月末までの現施設の操業期間につ

いて、それ以降の篠山市のごみ処理をどこで、どのように進めていくか、職員で構

成する庁内作業委員会で新たな建設候補地を調査し、学識経験者、市内各種団体代

表者および市役所幹部で構成する清掃センター検討委員会で検討し、できるだけ早

期に方針を定めます。 

（３）東日本大震災支援  

篠山市は、平成３０年１月現在で６世帯１７名の東日本大震災の被災者を受け入

れており、引き続き必要な支援を行います。具体的には、平成３０年度も民間住宅

や市営住宅に避難されている方への家賃補助を継続するとともに、ボランティア派
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遣や市民団体の被災地への支援活動に必要な経費補助を行います。 

（４）多紀支所移転に伴う跡地整備 

   多紀支所移転後の老朽建物は、耐震性の問題があり解体します。跡地整備につい

ては、平成３２年度に「第４２回全国伝統的建造物群保存地区協議会総会・研修会」

が篠山市で開催予定のため、伝統的建造物群保存地区にふさわしい整備に向けて地

元と協議を行い、駐車場、トイレ、東屋などの設置を視野に入れながら検討を進め

ます。 

（５）小学校跡地の利活用 

平成２２年３月に閉校した雲部小学校では、地域で「合同会社里山工房くもべ」

を設立され、校舎の一部を活用し、コミュニティカフェと直売所を運営されていま

す。くわえて、靴製造事業者、木工工芸品事業者および芸術家の工房として、多様

な活動を展開され、地域活性化に貢献されています。 

また、後川小学校は私立幼稚園の園外保育の拠点施設として地域と連携する中で

活用されています。 

平成２５年３月に閉校した畑小学校では、地域合意のもと校舎の一部を活用し、

平成２７年４月から篠山市こども発達支援センターを開設しています。また、小学

校グラウンドを少年サッカーができる多目的な土グラウンドとして整備し、施設利

用者のための駐車場整備も行い、地域住民のスポーツ拠点施設として広く活用され

ています。 

平成２８年４月に多紀地区３小学校が統合され閉校となった福住小学校と大芋

小学校の跡地活用については、それぞれ検討委員会から運営委員会へと移行し、福

住小学校では、平成２９年度に外壁と多紀支所移転に伴う工事を実施し、平成３０

年４月１日に支所を移転します。また、平成３０年度には、福住まちづくり協議会

が食品加工場やカフェなど具体的に活用するための校舎改修を行い、運営を開始さ

れます。 

大芋小学校では、平成２９年度から、子ども向けイベントや日曜市など、さまざ

まな催しに取り組まれています。また、校舎の一部を地域ラボとして整備するとと

もに、平成３０年度も引き続き持続可能な運営の方向を検討されます。 

両地区ともに平成３０年度、運営委員会による先進地の視察や跡地活用について

の協議が進められますので、跡地活用が地域の活性化につながるよう市として利活

用に関する支援や助言を行っていきます。 
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（６）地域おこし協力隊 

平成２６年４月から地域おこし協力隊として活動していた３人の若者は、任期を

終え、平成２９年度には「地域おこし協力隊起業支援事業補助金」を活用し、２人

は学習塾の経営や就農によって起業し、また１人は篠山市役所に就職することで市

内に定着しています。また、新たに畑、岡野、村雲、大芋地区に４人の隊員を迎え、

すでに雲部、福住、大山地区で活動を続けている３人とあわせて７人の隊員で、地

域課題の解決や地域の活性化につながる活動を行っています。 

平成３０年度は、神戸大学やイノベージョンラボと連携し、地域課題の解決と若

者の起業による定住を目的に、隊員の活動を支援します。 

（７）自治基本条例の検証  

   平成１８年に制定、施行された篠山市自治基本条例は、篠山市における自治の基

本原則とまちづくりの基本事項を定める最高規範と位置付けられており、参画と協

働によるまちづくり、市と市民、附属機関等の公募委員の選任や会議の公開、パブ

リックコメントの募集などがうたわれています。 

   条例では、各条文がその時代の社会情勢に合っているか、篠山市にふさわしいも

のであり続けているかを見守り、形骸化を防止することを目的として、４年を越え

ない期間ごとに検証することが規定されており、前回の検証から４年目にあたる平

成３０年度に改めて検証委員会を設置し、進捗状況等の検証を行います。 

（８）マイナンバー制度・コンビニ交付の検討 

平成２７年１０月に住民票を有する国民一人ひとりに、１２桁の個人番号（マイ

ナンバー）が付番されました。平成２８年１月からは、申請をされた方に個人番号

カード（マイナンバーカード）の交付が開始されました。その普及に向けた取り組

みとして、カードがあれば住民票や印鑑証明書等を全国どこのコンビニエンススト

ア等でも、すぐに取得できるコンビニ交付の導入について、費用対効果や他市町の

実施状況を詳細に調査し、平成３０年度に導入の可否を定めます。 

（９）庁舎の一斉消灯 

平成２８年度から、庁舎の「午後８時一斉消灯」により退庁を促し、職員の健康

の増進と節電に努めてきました。ワーク・ライフ・バランスの推進等働き方改革が

求められている中、平成３０年度も継続して取り組むこととし、“遅くとも午後８時

までに退庁！”できるよう業務の平準化、計画的遂行に努めます。 

（10）丹波篠山ふるさと応援寄付、丹波篠山ふるさと大使など  

平成２０年６月から始まった丹波篠山ふるさと応援寄付には、毎年、多くの皆さ
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まからご寄付をいただいており、平成２９年度は１２月末現在で４，６５７件、平

成２９年１２月に匿名の方から「市名変更にお使いください」との想いで寄せられ

た１億円を含め２億２，８６２万７，３００円となっています。平成２８年度の同

時期は４，８１７件で１億３，２７２万１，８７１円でしたので、単純に比較はで

きませんが、件数ではほぼ同じ、金額では約１．７倍となっています。 

ふるさと納税の制度が創設されて以来、返礼品の充実などにより全国的に関心が

高まる一方で、総務省からの助言によって幾分沈静化の傾向が見られますが、平成

３０年度にはＳＮＳを活用した広報を新たに導入するなどして、日本遺産のまち、

ユネスコ創造都市である「丹波篠山の産品」の魅力を十分に伝えながら、寄付者の

増加につなげ、貴重な財源の確保に努めます。 

また、丹波篠山ふるさとＰＲ奨励金制度を活用して、市民の方が全国大会などに

参加される際に篠山市のＰＲをしていただきます。 

丹波篠山ふるさと大使は、１６人と２組、１団体に就任いただいています。大使

の皆さまは各地で活躍されており、平成３０年度においてもテレビやラジオへの出

演や市内外での活動を通じて篠山市をＰＲしていただきます。 

（11）市民あげてのあいさつ運動  

あいさつは、人と人をつなぎ、人権が尊重されるまちづくりの第一歩です。その

ため篠山市では、平成２５年度からあいさつ運動が市内全体に展開されるよう取り

組んでいます。毎月１日、１１日、２１日を「いいあいさつの日」と定め、学校、

商業施設等であいさつ運動を行うとともに、平成２８年度からは学校、各種団体、

まちづくり協議会、自治会などと連携し、市民あげてのあいさつ運動となるよう、

春と冬にあいさつ運動強化週間を設け、集中的に運動を実施しています。さらに、

平成２９年度からは新たに小学校・特別支援学校小学部において、児童一人ひとり

が個人で設定したあいさつのめあて（目標）を達成すると色をつける「おはようカ

ード」を作成し、児童本人にあいさつ運動が見えるようにして、あいさつ運動を広

げています。さらに、市内の１００を超える事業所があいさつ運動に協賛し、店先

等にあいさつ啓発パネルを掲示されています。平成３０年度においても、これらの

取り組みを継続して実施していきます。また、あいさつ運動の取り組みを発展させ

るため、篠山市あいさつ運動市民委員会において、あいさつ運動の検証も進めてい

きます。 
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 Ǟǋ ̱Ѱ 

平成２９年度の退職者は１２人、平成３０年度の採用者は１５人で、平成３０年

４月１日の職員数は４５３人となる予定です。「篠山再生計画」に基づく職員４５０

人体制を基本としながら、子育て支援の充実のため、保育士・幼稚園教諭の増員を

図ります。 

現在取り組んでいる定住促進、子育て支援、農都創造、景観まちづくり、市名変 

更などの主要施策を着実に進め、新しい行政課題に対応するため、適材適所の組織

体制を整えるとともに、平成３０年度において次のとおり組織の強化を図ります。 

（1） 庁内連携を図りながら創造農村の実現に向けた施策に取り組むため、農都環

境課に創造農村室を設置するとともに、専門的な識見を有する農都創造政策官

を配置します。そして、農都篠山の柱である集落営農、特産振興、環境創造型

農業・農村を推し進めます。 

（2） 法務マネジメント機能を強化するため、弁護士資格を有する者を任期付職員

の法務専門員として、総務部総務課に新たに配置します。篠山市が進めている

空き家対策等に係る土地建物の法律処理や住宅家賃、給食費などの債権回収、

条例の制定・改正などに係る法令解釈や運用等の助言、市民向け法律相談など

の業務を担当し、行政運営に係る法律関係の業務を迅速かつ的確に対応できる

体制を整えます。 

職員の育成については、研修や人事評価を通じて職員の主体的な職務遂行や自己

啓発を促すとともに、特に今後必要とされる政策立案能力の向上をめざし、一般社

団法人地域活性化センターが実施する全国地域リーダー養成塾に職員１人を、神戸

大学と連携して実施する篠山イノベーターズスクールに職員２人をそれぞれ参加

させます。 

 

 ₳ ₴↓►ѧ˔ ǵ  

   最後に、平成３０年度当初予算の概要について説明します。 

   平成３０年度当初予算は、一般会計の総額が２３０億８，９００万円となってい

ます。平成２９年度と比較すると１４億１，７００万円の増、率にして６．５％の

増になります。 

   歳入においては、市税では市民税が４，３１９万円の増加となるものの、評価替
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の影響により固定資産税で８，８８５万円の減額となるなど、平成２９年度と比較

すると、市税全体で４，１６５万円の減額、率にして０．８％の減となっています。

また、地方交付税については、普通交付税において、市債償還額の減額に伴い償還

に対して交付されていた交付税も減額されることなどにより１億７，０００万円の

減額、率にして２．１％の減と見込んでいます。 

寄附金において、ふるさと応援寄附は、平成２９年度より３，９００万円減の１

億１，１００万円と見込んでいます。 

   財政調整基金の取り崩しについては、収支不足の補てんなどで、平成２９年度当

初予算に比べ、２億４，０００万円少ない、９億３，０００万円を取り崩すことと

しており、平成３０年度末の残高を８億９，０００万円と見込んでいます。 

   歳出においては、人件費が退職手当負担金の減などにより、７，５９０万円の減、

公債費が４億７，６６１万円の減となっていますが、清掃センターの基幹的改修工

事やたきこども園の整備、景観まちづくり刷新モデル事業など、普通建設事業が１

８億４，１７８万円の増となっています。 

   次に、６つの特別会計の当初予算総額は、１２９億２，８１４万円となり、対前

年度比１５億７，３２４万円の減額、率にして１０．８％の減となっています。こ

れは、特に国民健康保険特別会計で制度改正により、運営主体が市から県に移管さ

れることによるものです。 

２つの企業会計の当初予算総額は、３０億８，７６７万円となり、対前年度比８

億１，０２０万円の減額、率にして２０．８％の減となっています。 

   以上、９会計を合わせました平成３０年度篠山市当初予算の総額は、３９１億４

８０万円となり、対前年度比９億６，６４４万円の減額、率にして２．４％の減に

なります。 

   一般会計の主な財政指標については、経常収支比率が９８．２％と平成２９年度

当初予算の９８．８％と比べて０．６％改善しています。これは、市債の償還が進

んだことから、公債費が減となるためです。 

   財政健全化指標のうち、将来負担比率については、１９２．９％と平成２９年度

当初予算の１９９．５％と比べて６．６％改善が見込まれますが、他の自治体と比

較しますと依然として高い水準にあります。また、市債の残高は平成１９年度末に

市全体で１，０３５億円あったものが、平成３０年度末に５５８億９，０００万円

となる見込みであり４７６億１，０００万円の減額、率にして４６．０％のマイナ

スとなり、再生計画の着実な実行により市の借金は減少しています。 
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   実質公債費比率は１９．１％となり、平成２９年度当初予算の１９．０％と比べ

て、下水道事業への繰出金の増などにより、０．１％の上昇となります。このため、

今後も一層の健全化に向けた努力を続けていきます。以上が平成３０年度当初予算

の概要です。 

   なお、当初予算の詳しい内容につきましては、予算書および当初予算の概要をご

覧いただきますようお願いいたします。 

 

 ȇǠǺǲ   

  平成３０年度は、市長として４年任期の最終年となります。 

議会、市民の皆様とともに、丹波篠山の魅力をますます高め、美しく住みよいまち

づくりを進め、「日本遺産のまち」「ユネスコ創造都市」「景観モデル都市」として、 

市制２０周年に向けて大きく花が咲くように取り組みを前進させます。 

以上、平成３０年度の施政方針といたします。 
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